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安曇 野市 の水 道 事業 は、北ア ル プス に育 まれ

た清 らか な地 下 水を 水源 とし 、旧 5 町村 の水 道

事業 を統 合し 管 理・ 運営 して おり 、市 民 生活等

を支 える 重要 な ライ フラ イン とし て、 安 全・安

心な 水道 水を 供 給し てお りま す。  

市 民 に と っ て 欠 く こ と の で き な い 水 道 水 を 、

将 来 に わ た っ て 持 続 可 能 な 水 道 事 業 と し て 管

理・ 運営 して い くた め、 平成 29 年 ３月 に「 第

2 次 安曇 野 市水 道ビ ジョ ン」 を策 定 し、 水道 施

設の 整備・ 更 新、経 営の 基盤 強化 に 取り 組ん で

きま した 。  

各 地 で 発 生 し て い る 地 震 や 台 風 等 の 災 害 に

より ライ フラ イ ンの 重要 性が 改め て 認識 され てお りま す 。あ わせ て既 存施 設 の老 朽化

も進 み、 災害 に 強い 施設 の整 備、 計 画的 な施 設の 更新 と 規模 の適 正化 が求 め られ てい

ます 。  

計画 を策 定し た 5 年 前に 比べ 、給 水 人口 の 減少 や節 水機 器 の普 及に より 水道 使 用量

は減 少し てき て いま す。 また 、近 年 は新 型コ ロナ ウイ ル ス感 染症 によ り在 宅 勤務 等自

宅で 過ご す時 間 が増 える など 、生 活 様式 や水 道事 業を 取 り巻 く環 境が 大き く 変化 して

おり 、こ のよ う な情 勢に 対応 する た め経 営戦 略の 重要 性 が高 まっ てき てい ま す。  

人口 減少 時代 に おい ても 住民 の皆 様 へ安 全・ 安心 な水 道 水を 提供 して いく た め、 前

期 5 年間 の 総括 を踏 まえ 、後期 6 年 間の 取り 組み 方針 を まと め、事業 経営 の羅 針 盤 と

なる よう 、第 2 次安 曇野 市水 道ビ ジ ョン の改 定を 行い ま した 。  

引き 続き 、本 ビ ジョ ンに 基づ き、 水 道施 設の 老朽 化対 策 や防 災対 策等 を進 め 、透 明

性、 計画 性の 高 い事 業経 営に 取り 組 んで まい りま すの で 、一 層の ご理 解と ご 支援 を頂

きま すよ うお 願 い申 し上 げま す。  

結び に 、第 2 次安 曇 野市 水道 ビジ ョ ンの 改定 にあ たり 、ご 尽力 いた だい た安 曇 野市

上下 水道 事業 経 営審 議会 の皆 様を は じめ 、貴 重な ご意 見 ・ご 提案 をい ただ い た市 民の

皆様 、関 係者 の 皆様 に心 から 感謝 を 申し 上げ ます 。  

 

令和 5 年 3 月  

安曇 野市 長 太田  寛  
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1.1 計画策定の趣旨 
 

本市 では 平成 21 年 3 月に「清 らか な 水を 守る 未来 への か けは し」を基 本理 念 とし

て「第 1 次安 曇野 市 水道 ビジ ョン 」を 策定 し、現 在 まで に水 源転 換・老 朽 管布 設替 等

の事 業を 行い 、 また 様々 な経 営改 革 を図 って まい りま し た。  

「第 1 次 安 曇野 市水 道ビ ジョ ン」策定 か ら 8 年が 経 過し 、こ の間 に東 日本 大 震災 と

いう 未曽 有の 災 害を 経験 し、 ライ フ ライ ンで ある 水道 の 重要 性が 改め て認 識 され る一

方で、「 安曇 野市 人口 ビジ ョン 」が 策 定さ れ今 後人 口減 少 時代 の到 来が 確定 的 にな り、

水道 を取 り巻 く 環境 は「第 1 次 安 曇野 市 水道 ビジ ョン 」公 表時 から 大き く変 化 しま し

た。  

給水 人口 の減 少 によ る料 金収 入の 減 少、 老朽 施設 の増 大 、大 規模 地震 等へ の 備え な

ど、 その 環境 は 年々 厳し さを 増し て いる 状況 にあ り、 こ れま で経 験し たこ と のな い事

業環 境の 変化 が 訪れ よう とし てい ま す。  

また 、厚 生労 働 省は 平成 16 年 に策 定し たこ れま での 「 水道 ビジ ョン 」を 水 道事 業

環境 の変 化に 対 応す べく 、平成 25 年 3 月に｢持 続｣｢安全 ｣｢強 靭｣の 観 点か ら目 指す べ

き取 り組 みの 方 向性 やそ の実 現方 策 を提 示し た｢新水 道ビ ジョ ン｣を 策 定し まし た。 こ

の様 な状 況の 下 、安 曇野 市水 道事 業 にお いて も、 今後 の 水道 の理 想像 を共 有 し、 役割

分担 に応 じた 取 り組 みに 連携 して 挑 戦す るた め 、平成 29 年 3 月に 新た な「第 2 次 安

曇野 市水 道ビ ジ ョン 」を 策定 しま し た。  

なお 、本 改定 で は前 期計 画期 間(平 成 29 年度 ～令 和 3 年 度)ま での フォ ロー ア ップ

とし て、 各方 策 の進 捗状 況の 検証 ・ 評価 、目 標達 成に 向 けた 後期 への 取組 み 内容 につ

いて 記載 しま し た。  

 

新水道ビジョン（平成25年3月策定）

【基本理念】 地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道

■水道の事業環境の変化 ■関係者が基本理念を共有し、一

丸となった対応が必要

給水人口・給水量、料金収入の減少

水道施設の更新需要の増大

水道水源の水質リスクの増大

職員数の減少によるサービスレベル

の影響

東日本大震災を踏まえた危機管理対策

これまでの１３０年間に先達が築き上

げてきた地域の需要者との信頼に基礎

を置き、地に足のついた対応を図る。

水道ビジョン（平成16年6月策定・平成20年改訂）

【基本理念】 世界のトップランナーとしてチャレンジし続ける水道

第１章 第 2 次安曇野市水道ビジョン策定の趣旨と位置づけ 

出典：厚生労働省健康局水道課 
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1.2 計画の位置づけ  

 

本計 画は 、平 成 2５ 年 3 月 に今 後の 水 道関 係 者の 指針 とな る 国の「 新水 道ビ ジョ ン」

が公 表さ れた こ とを 受け 、投 資計 画 ・整 備計 画を 盛り 込 んだ 新た な事 業計 画 を策 定す

るも ので す 。な お 、平 成 29 年 ３ 月策 定の「 第 2 次安 曇 野市 水道 ビジ ョン 」と合 わせ 、

安曇 野市（ 豊 科・三 郷 ）・穂 高・堀 金・明 科 の 4 つの 水 道事 業を 統合 して 安曇 野 市水 道

事業 とす る水 道 事業 経営 認可 変更 を 行い まし た。  

「第 2 次 安 曇野 市水 道ビ ジョ ン 」は 、今 後 水道 事業 の進 む べき 方向 と実 現方 策 等を

明ら かに する も ので あり 、本 計画 を 水道 事業 のマ スタ ー プラ ンと して 位置 づ けま す。

策定 にあ たっ て は国 で作 成さ れた 「 新水 道ビ ジョ ン」 と の整 合や 「第 ２期 安 曇野 市ま

ち・ ひと ・し ご と創 生総 合戦 略」 で 掲げ る基 本目 標を 踏 まえ つつ 、総 務省 が 各公 営事

業者 に対 して 要 請し てい る、中 長期 的な 経 営の 基本 計画 で ある「 経営 戦略（ ※１）」の

策定 を見 据え 、 安心 で安 定的 な給 水 と健 全経 営を 目指 し 、水 道事 業経 営の 方 向性 と令

和 9 年度 末 まで の具 体的 経営 施策 を 示し てい ます 。  

 

  

※１ 経営戦略---公営企業会計をもつ地方公共団体等に対し、総務省が策定を求める中長期的な経

営基本計画のこと。事業の効率化や経営健全化を踏まえ、10 年以上の中長期期間

において必要なサービスを提供することが可能となるように投資計画と財政計画

を定めるもの。  
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1.3 計画期間  

 

「第 2 次 安 曇野 市水 道ビ ジョ ン」の 計画 期 間を 10 年 と定 め、本 市水 道事 業の 理想

とす る将 来像 を 実現 する ため 、優 先 的に 実施 する 必要 性 が高 い事 業の 着実 な 推進 を図

るこ とで 、水 道 を次 の世 代に 継承 し ます 。  

事業 環境 の変 化 等に 対応 する ため 、計 画期 間を 前期 5 年 間（ 平成 29～令 和３ 年度 ）、

後期 5 年間 （令 和４ ～８ 年度 ）の 2 期に 分け て進 捗管 理 を行 い、 各期 末時 点 にお い

て、 評価 及び 見 直し を行 いな がら 、 各事 業の 適正 かつ 効 率的 な実 施を 推進 し てい きま

す。  

なお、平成 29 年 3 月の「 第 ２次 安曇 野市 水道 ビジ ョン 」策 定時 点で は、令和 8 年

度末 まで の 10 年間 の 計画 とし てい ま した が、第 2 次安 曇 野市 総合 計画 基本 構 想の 期

間と の整 合を 図 るた め に 1 年 延長 し、 令 和９ 年度 末ま で の 11 年 間 の計 画と しま す。 

 

 

 

 

  

計 画 期 間   平 成 29 年 度  ～  令 和 ９ 年度  【 11 年 間 】 

安 曇 野 市 の 田 園 風 景  
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1.4 組織図 

 

安曇 野市 水道 事 業の 組織 体系 は以 下 に示 すと おり です （ 令和 ４年 度当 初）。  

経営 管理 課、 上 水道 課で 業務 を分 担 ・管 理し 、相 互に 連 携を 図り なが ら事 業 を推 進

して いき ます 。  

今後 、施 設更 新 等で 事業 量は 増加 が 見込 まれ ます が、 必 要に 応じ て、 業務 委 託を 活

用す るな どの 検 討を 行い 、適 正な 人 員配 置と し、 技術 者 の育 成を 図り ます 。  

 

 

図 1-1■ 安 曇 野 市 水 道 事 業 の 組 織 図 と 主 な 業 務 内 容  

①庶 務 担 当  

・予 算及 び決 算 に関 する こと  

・業 者選 定、 入 札、 契約 に関 する こ と  

・料 金セ ンタ ー の管 理、 監督 に関 す るこ と  

・上 下水 道事 業 経営 審議 会に 関す る こと  

②安 曇 野 市 上 下 水 道 料 金 セ ン タ ー  

・開 栓、 閉栓 に 関す るこ と  

・水 道料 金、 下 水道 使用 料の 徴収 に 関す るこ と  

・検 針に 関す る こと  

③管 理 係  

・水 道事 業総 合 計画 に関 する こと  

・水 道の 認可 申 請に 関す るこ と  

・宅 内給 水設 備 に関 する こと  

・開 発行 為に 関 する こと  

④工 務 係  

・施 設整 備工 事 設計 、監 督に 関す る こと  

・配 水管 の耐 震 化に 関す るこ と  

・老 朽管 の布 設 替に 関す るこ と  

⑤維 持 係  

・施 設の 管理 、 維持 、修 繕に 関す る こと  

・水 質管 理及 び 水質 検査 に関 する こ と  

・漏 水調 査に 関 する こと  

＊ 1 民 間 委 託  

15 名  5 名  
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2.1 水道事業の状況  

 

（ １ ） 安 曇 野 市 の 概況  

（自 然的 条件 ）  

安曇 野市 は 、長 野 県の ほぼ 中央 部に 位 置し 、市の 西部 は標 高 3,000ｍ 級の 北ア ル

プス 連峰 を擁 す る中 部山 岳国 立公 園 の山 岳地 帯で す。 中 心部 は、 主に 北ア ル プス を

源流 とす る犀 川 、梓 川 、高 瀬 川等 の河 川の 複 合扇 状地 上に 位 置し 、標高 はお よそ 500

～700ｍで す。こ の 地域 は「安 曇 野」と 呼 ばれ、豊富 な 水、肥 沃 な土 壌に 恵ま れた

穀倉 地帯 を形 成 して いま す。  

また 、市 の東 部 には 美 ヶ原 高原 を望 む こと がで き、北は 松 川村・池田 町、東・南・

西は 松本 市に 隣 接し てい ます 。面 積は 331.78km2、東西 26.1km、南北 20.1km、

標高 548ｍ（ 安 曇野 市役 所） です 。  

平地 の気 候は 冬 期の 積雪 が少 なく 、 寒さ の比 較的 厳し い 内陸 性気 候で す。 気 温は

年間 較差 が大 き く、 降水 量は 年間 1,000mm 程度で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 水道事業の現状と課題 

安曇野市位置図 
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 第２章 水道事業の現状と課題 

 

（ ２ ） 水 道 事 業 (※ １)の 状 況  

安曇 野市 は 、安 曇 野市 水道 事業（ 豊科・三 郷 ）、穂高 水 道事 業 、堀 金水 道事 業 、明

科水 道事 業の ４ つの 水道 事業 を運 営 して いま した が、 平 成 2８年 度に 穂高 、 堀金 、

明科の 3 つ の水 道事 業を 安曇 野市 水 道事 業に 統合 しま し た。計 画給 水人 口や 計 画１

日最 大給 水量 等 は表 2-1 の とお りで す。  

 

 

 

 

 

 

 

安曇 野市 内に は、安 曇 野市 水道 事業 の ほか に表 2-2 の 水道 事 業 があ りま す。金井

沢飲 料水 供給 施 設以 外は 、民 間ま た は組 合に よる 水道 施 設で あり 、安 曇野 市 水道 事

業の 給水 区域 に 隣接 もし くは 、区 域 内に 位置 して いま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名    称  許 可 年 月  
目 標

年 次  

計 画 給 水  

人 口 （ 人 ）  

計画 1 日最大 

給水量 （m3） 

安 曇 野 市  

水 道 事 業  
平 成 29年 3月  R12 96,600 43,500 

名    称  備   考 

有 明 高 原 Ｄ ４ 地 区 簡 易 水 道 事 業 (※ ２ ) 穂 高 地 域 （ 民 営 ）  

戸 隠 飲 料 水 供 給 施 設 (※ ３ ) 三 郷 地 域 （ 民 営 ）  

馬 口 飲 料 水 供 給 施 設 (※ ３ ) 三 郷 地 域 （ 民 営 ）  

田 屋 飲 料 水 供 給 施 設 (※ ３ ) 堀 金 地 域 （ 民 営 ）  

金 井 沢 飲 料 水 供 給 施 設 (※ ３ ) 明 科 地 域 （ 公 営 ）  

※１ 水道事業 --- 計画給水人口が 100 人を超える水道により水を供給する事業。 

※２ 簡易水道事業 --- 水道事業のうち、計画給水人口が 5,000 人以下の事業。 

※３ 飲料水供給施設 --- 50 人以上、100 人以下の給水人口に対して、人の飲用に供する水を供給す

る施設。 

表 2-1■ 事 業 計 画 の 概 要  

表 2-2■ そ の 他 の 水 道 事 業 と 施 設  
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図 2-1■ 安 曇 野 市 水 道 施 設 位 置 図  
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単 位 ： 人  

2.2 水需要の動向  

 

（ １ ） 給 水 人 口 

安曇 野市 の行 政 区域 内人 口は 、市 町 村合 併後 は増 加し て きま した が、 平 成 20 年

をピ ーク に減 少 傾向 を示 して いま す 。出 生率 改善 や社 会 流入 の増 加等 、人 口 減少 抑

制策 を展 開し て いく こと で人 口減 少 を抑 制し てい く余 地 は十 分に あり ます が 、全 体

とし て人 口減 少 は進 む見 通し であ る ため 、認 可最 終年 度 （令 和 12 年 度 ）の 推計 値

（計 画給 水人 口(※１)）は 認可 計画 値(※２)よ り 4,364 人 の減 少が 見込 まれ ま す。 

 

表 2-3■ 給 水 人 口  

地 域  
平 成 29 年 度

認 可 計 画 値  

令 和 9 年 度  

ビ ジ ョ ン 最 終

年 度 推 計 値  

令 和 12 年 度  

認 可 最 終 年 度

推 計 値  

計画値と最終年

度推計値との差 

豊 科 地 域  

96,600 

26,736 26,358 

△  4,364 

穂 高 地 域  32,851 32,387 

三 郷 地 域  17,805 17,553 

堀 金 地 域  8,568 8,447 

明 科 地 域  7,599 7,491 

計  96,600 93,559 92,236 △  4,364 

※  外国人登録人口含む 

 

  

 

 

  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6 R8 R10 R12

人

年度

豊科地域 穂高地域 三郷地域 堀金地域 明科地域 既認可

認可値

※R9・R12 は推計値 

図 2-2■ 給 水 人 口 の 推 移 （ 安 曇 野 市 ）  

※H18～R3 は実績値、R4～R12 は推計値 

※１ 計画給水人口（給水人口） --- 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。 

※２ 認可計画値 --- 長野県知事から受けた水道事業経営認可であり、現在の計画値。 
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 第２章 水道事業の現状と課題 

 

単 位 ： m3/日  

（ ２ ） 一 日 最 大 給 水量  

人 口 減 少 に 伴 い 、 一 日 最 大 給 水 量 (※ １ )は ５ 地 域 全 て で 減 少 傾 向 と な り ま す 。 豊

科地 域で は大 規 模な 都市 開発 事業 が 見込 まれ てい ます が 、そ の他 の地 域で は 大規 模

な都 市開 発事 業 の見 込み はな いと 予 測さ れま す。 また 、 工場 の事 業規 模に つ いて も

大幅 な変 化は な いこ とか ら給 水量 の 増加 の見 込み はな い と予 測さ れま す。 認 可最 終

年度 の推 計値（ 令和 12 年度 ）で は 認可 計画 値よ り一 日当 たり 10,783m3 の 減少 が

見込 まれ ます 。  

 

表 2-4■ 給 水 量  

地 域  
平 成 29 年 度

認 可 計 画 値  

令 和 9 年 度  

ビ ジ ョ ン 最 終

年 度 推 計 値  

令 和 12 年 度  

認 可 最 終 年 度

推 計 値  

計画値と最終年

度推計値との差 

豊 科 地 域  

43,500 

9,946 9,753 

△ 10,783 

穂 高 地 域  11,841 11,332 

三 郷 地 域  6,124 5,922 

堀 金 地 域  3,044 2,923 

明 科 地 域  2,969 2,787 

計  43,500 33,924 32,717 △ 10,783 

 

 

 

 

  

※R9・R12 は推計値 

図 2-3■ 一 日 最 大 給 水 量 の 推 移 （ 安 曇 野 市 ）  

※H18～R3 は実績値、R4～R12 は推計値 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6 R8 R10 R12

㎥/日

年度

豊科地域 穂高地域 三郷地域 堀金地域 明科地域 既認可

※１ 一日最大給水量 --- 年間の一日給水量のうち最大のもの。 

 

認 可 値  
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2.3 水道施設の現状  

 

（ １ ） 取 水 施 設 の 現状  

安曇 野市 の水 道 は全 て、 北ア ルプ ス に育 まれ た豊 富で 清 浄な 地下 水を 水源 と して

いま す。 一般 に 地下 水は 、河 川水 に 比べ て水 量、 水質 、 水温 が安 定し た良 質 の水 源

とさ れて いま す。地 下 100～ 130ｍ から 水を くみ 上げ 、市 内 30 箇所（2 箇 所取 水

停止 中）の水 源で 合 計 34,389 ㎥/日（ 令 和３ 年度 ）取 水し て い ます 。各 地域 の水源

の名 称と 数に つ いて は表 2-5 の とお り で す。  

表 2-5■ 各 地 域 の 水 源 の 名 称 と 数  

地 域  名 称  計  

豊 科 地 域  

真 々 部 第 １ 水 源 １ 号 井  

真 々 部 第 １ 水 源 ２ 号 井  

真 々 部 第 ２ 水 源  

真 々 部 第 ３ 水 源  

成 相 水 源  

飯 田 水 源  

上 鳥 羽 水 源  

高 家 配 水 場 １ 号 井  

南 部 水 源  

熊 倉 水 源  

10 箇 所  

穂 高 地 域  

上 原 第 １ 水 源  

上 原 第 ２ 水 源  

上 原 第 ３ 水 源  

上 原 第 ４ 水 源  

上 原 第 ５ 水 源  

上 原 第 ６ 水 源  

豊 里 第 １ 水 源 （ 取 水 停 止 中 ）  

豊 里 第 ２ 水 源  

豊 里 第 ３ 水 源  

栗 尾 沢 水 源  

久 保 田 第 １ 水 源  

宮 城 水 源  

B2 水 源 （ 取 水 停 止 中 ）  

11 箇 所  

三 郷 地 域  

野 沢 水 源  

野 沢 第 ２ 水 源  

上 長 尾 第 １ 水 源  

上 長 尾 第 ２ 水 源  

４ 箇 所  

堀 金 地 域  

堀 金 第 １ 水 源  

堀 金 第 ２ 水 源  

堀 金 第 ３ 水 源  

３ 箇 所  

明 科 地 域  
明 科 第 ２ 水 源  

明 科 第 ３ 水 源  
２ 箇 所  

 

なお 、穂 高地 域 の豊 里 第 1 水 源で は鉄 バ クテ リア(※１)が 発生 した ため 、現 在 は

取水 を停 止し て いま す。  

取水 施設 は昭 和 50 年 代に 整備 され た もの が多 く、約 66％ （令 和 3 年度 末） の

施設 が建 設か ら 40 年以 上経 過し て いま す。 水道 水を 安 定供 給す るた めに も 、今 後

更新 の検 討が 必 要で す。  

   

※１ 鉄バクテリア（鉄酸化細菌）---水中に溶けている水酸化第 1 鉄（二価）を酸化して水酸化第 2 鉄

（三価）として、菌体の表面や菌体内に沈積する働きを持ったバクテリアの総称。バクテリアの死とと

もに赤茶けた沈殿物となり堆積する。 
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（ ２ ） 浄 水 施 設 の 現状  

浄水 施設 とは 、 水源 の水 （原 水） を 水質 基準 に適 合し た 水道 水に する ため の 施設

です 。浄 水方 法 は塩 素消 毒や ろ過 方 式な ど原 水の 水質 に よっ てさ まざ まな 方 法を 用

いま す。 安曇 野 市で は豊 富で 清浄 な 地下 水を 水源 とし て いる ため 、塩 素消 毒 のみ を

行っ てい ます 。  

この ため 、大 規 模な 浄水 場を 設置 す る必 要が なく 、浄 水 処理 にか かる 維持 費 が軽

減さ れ、 安価 で おい しい 水を 供給 し てい ます 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 水 道 水 質 の 現状  

水質 検査 は配 水 池の 水や 給水 栓の 水 のよ うな 浄水 につ い て、 水質 基準 に定 め られ

た項 目が 基準 値 に適 合し てい るか ど うか を判 断す るも の です 。安 曇野 市で は 、毎 年

水質 検査 計画 を 作成 し、 原水 や浄 水 の水 質状 況や 検査 地 点、 検査 項目 や検 査 結果 等

を公 表し てい ま す。 安曇 野市 水道 事 業で は、 独自 に、 放 射性 物質 検査 の実 施 と硝 酸

態窒 素濃 度検 査 を年 12 回（ 通常 は 年４ 回） 実施 して いま す 。  

現 在 の水 質 検 査 項 目 と 検 査頻 度 は 表 2-6 の と おり で す 。 ま た 水 質 検査 結 果 （抜

粋） は表 2-7 の と お りで す。  

  

写 真 2-2■ 塩 素 消 毒 設 備  写 真 2-1■ 穂 高 地 域  宮 城 水 源 地  

ポ ン プ 室 ・ 滅 菌 機 室  
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表 2-6■ 検 査 項 目 及 び 検 査 頻 度  

検 査 対 象  検 査 項 目  検 査 回 数  

給 水 栓 水  

水 質 基 準 項 目 検 査  

水 質 基 準 全 51 項 目 に つ い て 検 査  

毎 月 検 査 項 目 → 月 1 回 検 査  

消 毒 副 生 成 物 項 目 → 年 4 回 検 査  

そ の 他 基 準 項 目 → 年 4 回 検 査  

毎 日 検 査  
色 ・ 濁 り ・ 残 留 塩 素  

1 日 1 回 検 査  

放 射 性 物 質 検 査  臨 時 検 査  

原 水  
水 質 基 準 項 目 検 査  年 1 回 検 査  

ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査  年 1 回 検 査  

 

表 2-7■ 水 質 検 査 結 果 （ 抜 粋 ）（ R３ 年 度 ）  

全て の項 目に つ いて 、水 質基 準を 満 たし てい ます 。  

  

年度

水質基準 ６月 ９月 １２月 ３月

1 一般細菌 100CFU/ml以下 0 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性

3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.3 0.4 0.3 0.2

4 塩素酸 0.6mg/L以下 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

5 クロロ酢酸 0.02mg/L以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

6 クロロホルム 0.06mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

7 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

8 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

9 臭素酸 0.01mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

10 総トリハロメタン 0.1mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

12 ブロモホルム 0.09mg/L以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

13 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

14 塩化物イオン 200mg/L以下 5.2 4.8 3.5 3.9

15 有機物（TOC） 3mg/L以下 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満

16 PH値 5.8以上8.6以下 7.3 7.1 7.2 7.2

17 味 異常でないこと 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし

18 臭気 異常でないこと 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし

19 色度 5度以下 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

20 濁度 2度以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

No. 検査項目
R3
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厚生 省（ 現在 の 厚生 労働 省） の「 お いし い水 研究 会」 が 「お いし い」 とし た 水質

要件 には 、カル シ ウム 、マグ ネシ ウム 、ナ ト リウ ム 、炭 酸ガ ス など が適 度に 含ま れ、

有機 物や 臭気 は きわ めて 少な いこ と など が挙 げら れま し た。ま た、平成 28 年 2 月

に行 われ た、 環 境省 が「 名水 百選 」 選定 30 周年 を記 念 して 実 施し た国 民参 加 型の

人気 投票 「名 水 百選 」選 抜総 選挙 で 安曇 野わ さび 田湧 水 群が 観光 地部 門・ 景 観部 門

の両 部門 で全 国 1 位 とな り、安曇 野 市は 全 国有 数の 豊富 で 清浄 な地 下水 に恵 ま れた

地域 とさ れて い ます 。  

厚生 労働 省の お いし い水 の水 質要 件 は、 表 2-8 のと おり で す 。  

 

 

項 目 指 標 備  考 

蒸発残留物 30～200mg/ℓ 

水が蒸発した後に残る物質で、成分は主にミネラル分。多く含まれると

苦みや渋みなどを感じるが、適度に含まれると、こくのあるまろやかな

味がします。 

硬度(Ca,Mg) 10～100mg/ℓ 

主なミネラル分である、カルシウム及びマグネシウムの含有量を表しま

す。おいしい水の条件としては、硬度成分が適度に含まれることが必要

です。硬度の低い水は「軟水」といい、味にくせがありません。一方、

硬度の高い水は「硬水」といい、しつこい味を感じるほか、人によって

好き嫌いが分かれることが多いです。 

遊離炭酸 3～30mg/ℓ 
水に溶けている炭酸ガスのことで、水にさわやかさを与える一方、多す

ぎると刺激が強くなってまろやかさが失われます。 

有機物等 3mg/ℓ以下 
水の汚染の指標になる物質で有機物の量を示します。多いとカビ臭など

の異臭味を与え、水が渋くなります。 

臭気強度 3 以下 
測定しようとする水を無臭の水で希釈し、無臭になったときの希釈倍数

で表します。カビ臭やドブ臭などが問題となり、不快感をあたえます。 

残留塩素 0.4mg/ℓ以下 

水道水中に残留している、消毒用の塩素のことです。衛生上、水道水は

塩素が 0.1mg/ℓ 以上残留していなければなりませんが、残留塩素の

濃度が高すぎると、いわゆる「カルキ臭」の原因となります。 

水  温 20℃以下 

冷たい水は、生理的においしいと感じます。また、水を冷やすとカルキ

臭などのにおいが気にならなくなるため、水をおいしく飲むことができ

ます。 

 

 

  

表  2-8■ お い し い 水 の 水 質 要 件  

※ 参 考 ： お い し い 水 研 究 会 「 お い し い 水 に つ い て 」  水 道 協 会 雑 誌 第 54 巻 第 5 号 (1985) 
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項  目  指  標  
採  水  場  所  

豊 科  穂 高  三 郷  堀 金  明 科  

蒸 発 残 留 物  

（ ミ ネ ラ ル ) 
30～ 200mg/ℓ  95 59 130 55 87 

硬    度  10～ 100mg/ℓ  54 24 64 24 46 

遊 離 炭 酸  3～ 30mg/ℓ  －  －  －  －  －  

有機物 

(全有機炭素の量) 
3mg/ℓ 以 下  0.2 未 満  0.2 未 満  0.2 未 満  0.2 未 満  0.2 未 満  

臭 気 強 度  3 以 下  －  －  －  －  －  

残 留 塩 素  0.4mg/ℓ 以 下  0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 

水    温  20 度 以 下  17.9 18.3 14.3 18.6 18.3 

※  水質試験結果は、５地域の代表的水源において、給水栓全項目検査を実施した直近 

の検査結果から抜粋した（令和３年５月及び６月）。 

遊離炭酸は、水質検査項目ではないので、検査データはない。 

臭気強度のデータはないが、水質検査の臭気項目は全て異臭味なしである。 

毎月検査する有機物、残留塩素、水温は年間の最大値である。 

 

表 2-9 の と お り 安 曇 野 市 の水 道 水 は 「 お い し い水 の 水 質 要 件 」 に 適合 し た 水で

す。  

 

 

 

表  2-9■ 地 域 別 の 水 質 検 査  

春 の 水 車  
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（ ４ ） 送 ・ 配 水 施 設の 現 状  

安曇 野市 の水 源 は比 較的 平坦 な居 住 地域 内に 位置 して お り、 適切 な配 水圧 を 確保

する ため 、高 所 に配 水池 を設 置し て 自然 流下 で配 水す る 方法 と、 水源 地に 配 水池 を

設置 して ポン プ 加圧 にて 配水 する 方 法を 採用 して いま す 。安 曇野 市全 域の 浄 水フ ロ

ーは 、取 水施 設 （地 下水 ）→ 導水 施 設→ 浄水 施設 （塩 素 消毒 ）→ 配水 施設 と なり ま

す。  

令和 ３年 度末 現 在、配 水施 設は 市内 に 42 箇 所あ り、容 量の 合計 は 41,119m3 に

なり ます 。そ の 中で 、災 害時 に飲 料 水を 備蓄 でき る施 設 を「 拠点 配水 池」 と して 位

置づ けて おり 、表 2-10 の とお り５ 地 域８ 箇所 を指 定し て いま す。  

 

 

名    称  築 造 年 （ 西 暦 ）  
容 量

（ m3）  
経 過 年 数  地 域  

高 家 配 水 池 H16 (2004) 7,600 17 豊 科 地 域  

真 々 部 低 区 配 水 池 H16 (2004) 5,000 17 豊 科 地 域  

上 原 水 源 配 水 池 H14 (2002) 6,290 19 穂 高 地 域  

豊 里 水 源 配 水 池 H17 (2005) 1,580 16 穂 高 地 域  

宮 城 水 源 配 水 池 H17 (2005) 1,000 16 穂 高 地 域  

上 長 尾 配 水 池 Ｈ 29 (2017) 1,800 4 三 郷 地 域  

堀 金 低 区 配 水 池   H5 (1993) 1,020 28 堀 金 地 域  

光 配 水 池 H30 (2018) 1,500 3 明 科 地 域  

注１：コンクリート製配水池の耐用年数は 60 年である。 

注２：上記の配水池は上長尾配水池を除きプレストレストコンクリート構造（PC 造） 

(※１)である。(上長尾配水池はステンレス製配水池) 

注３：明科地域における拠点配水池は、既存の光配水池（豊科光）に PC タンクを新規に建 

設し、明科光地域への配水を開始。これに伴い、拠点配水池を川西低区配水池から光 

配水池に変更した。 

注４：経過年数は、令和３年度末現在である。 

 

管路 は、 漏水 事 故の 多い 路線 の布 設 替え や下 水道 事業 に 合わ せて 老朽 管の 更 新を

行っ てい ます 。 令和 ３年 度末 にお け る管 路（ 導水 ・送 水 ・配 水本 管） の管 種 別延 長

は表 2-11 のと おり です 。  

  

表 2-10■ 拠 点 配 水 池 の 築 造 年 と 経 過 年 数  

 ※１ プレストレストコンクリート構造(PC 造) 

--- PC 鋼材等を使用してコンクリートにプレストレスを与え、引張力に弱いというコンクリ

ートの特性を打ち消す構造。 
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※その他：ステンレス管他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

図 2-4■ 管 路 布 設 状 況 （ R3 年 度 末 ）    図 2-5■ 管 種 別 割 合 （ R3 年 度 末 ）  

 

管路 の 51.3％ はダ ク タイ ル鋳 鉄管 、31.5％は 硬質 塩化 ビ ニル 管で あり 、合 わ せ

ると 全体 の 82.8％ と なり 、こ の２ つ が管 路の 大部 分を 占 めて いま す。  

管路 の老 朽化 の 状況 につ いて は、 法 定耐 用年 数で ある 布 設後 ４0 年を 超 過し てい

る管 路の 延長 は約 107.0 ㎞(令 和 2 年 度末)であ り 、全 体の 約 10.5％ を占 めて いま

す。 特に 有収 率 の低 い明 科地 域で は 、管 路を 更新 する 必 要性 が高 まっ てい ま す。  

 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

管路布設状況

H19年度 R3年度

51%

32%

11%

2% 4%

管種別割合

ダクタイル鋳鉄管

硬質塩化ビニル管

ポリエチレン管

鋼管

その他

管  種  延 長 (m) 割 合  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管  560,286 51.3% 

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管  344,077 31.5% 

ポ リ エ チ レ ン 管  116,411 10.7% 

鋼 管  22,233 2.0% 

そ の 他 ※  48,882 4.5% 

計  1,091,889 100.0% 

表 2-11■ 管 種 別 延 長 及 び 割 合 （ R3 年 度 末 ）  
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（ ５ ） 災 害 対 策 

「安 曇野 市地 域 防災 計画」（地 震 災害 対策 編）の上 水道 施設 災 害 予防 計画 のな か で、

水道 施設 の安 全 性確 保を 図る ため に 、老 朽施 設の 更新 を 行い 、水 道施 設・ 設 備の 耐

震性 の強 化の ほ か、 非常 用設 備を 常 に正 常に 稼働 でき る 状態 に維 持す るこ と が必 要

であ ると して い ます 。水 道事 業で は これ まで に、 配水 池 や管 路の 耐震 化を 行 って き

まし た。  

また 、同 震災 対 策編 の給 水計 画で は 、配 水池 への 緊急 遮 断弁 （※ １） 設置 や ボト

ルウ ォー ター の 備蓄 等に より 飲料 水 が確 保で きる 体制 を 整備 する とと もに 、給 水 車・

給水 タン クの 確 保を 図り 、飲 料水 の供 給 に 備え ると して い ます 。令和 ３年 度末 現 在、

拠点 配水 池を は じめ とす る市 内 43 配水 施設 のう ち、 15 配 水 施設 に緊 急遮 断 弁が

設置 され てい ま す。 さら に、 平 成 26 年 度に は新 たに ４ ｔ級 の給 水車 を配 備 し、 こ

れま での ２ｔ 級 給水 車と 合わ せて 、 より 迅速 な給 水活 動 が可 能と なり まし た 。  

あわ せて 、令 和 4 年 3 月に 策定 さ れた「安 曇野 市国 土強 靭 化地 域計 画」を踏 ま え

た対 応も 進め ま す。  

本市 全体 の配 水 池耐 震化 状況 は図 2-6 の とお りで す。また 、地 域別 に見 た耐 震化

状況 を図 2-7 に 示 し ます 。  

 

図 2-6■ 配 水 池 耐 震 化 率（ R3 年 度 末 ）  図 2-7■ 各 地 域 の 耐 震 化 状 況（ R3 年 度 末 ）  

 

豊科 地域 と三 郷 地域 の配 水池 は耐 震 化が 進ん でい ます が 、穂 高地 域、 堀金 地 域、

明科 地域 は、 小 規模 配水 池も 多く 、 耐震 化が 遅れ てい ま す。 今後 は配 水系 統 の見 直

しを 行う なか で 施設 の統 廃合 を検 討 し、 配水 池の 耐震 化 を進 める 必要 があ り ます 。 

  

※１ 緊急遮断弁 ---地震や管路の破裂などの異状を検知すると自動的に閉止するバルブ。  
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拠点 配水 池は 、 水源 から の送 水を 直 接受 け、 緊急 遮断 弁 が設 置さ れて いる 施 設で

あり 、災 害時 に も水 量を 多く 確保 で きる 配水 池で す。 豊 科地 域に つい ては 、 非常 用

電源 設備 が設 置 され てお り、 災害 等 によ る停 電時 にも 施 設が 稼働 でき るよ う 整備 さ

れて いま す。 そ の他 の地 域で は未 設 置と なっ てお り、 災 害時 にお いて 飲料 水 を確 保

する ため にも 、 今後 整備 を進 めま す 。拠 点配 水池 の耐 震 化及 び非 常用 電源 設 置状 況

は表 2-12 のと おり です 。  

 

 

名    称  耐 震 化  
緊  急  

遮 断 弁  

非 常 用 電

源 設 備  
地 域  

高 家 配 水 池 済  〇  〇  豊 科 地 域  

真 々 部 低 区 配 水 池  済  〇  〇  豊 科 地 域  

上 原 水 源 配 水 池 済  〇  × 穂 高 地 域  

豊 里 水 源 配 水 池 済  〇  × 穂 高 地 域  

宮 城 水 源 配 水 池 済  〇  × 穂 高 地 域  

上 長 尾 配 水 池  済  〇  × 三 郷 地 域  

堀 金 低 区 配 水 池 済  〇  × 堀 金 地 域  

光 配 水 池 済  〇  × 明 科 地 域  

 

平成 29 年 度に 上長 尾配 水池 の建 替 え工 事が 竣工 し、 拠 点配 水池 の耐 震化 が 完了

しま した 。  

また 、明 科地 域 にお ける 拠点 配水 池 は、 既存 の光 配水 池 （豊 科光 ）に PC タ ンク

を新 規に 建設 し 、明 科地 域に 配水 を 開始 しま した 。こ れ に伴 い、 拠点 配水 池 を川 西

低区 配水 池か ら 光配 水池 に変 更し ま した 。  

管路 の耐 震化 に つい ては 、平成 21 年 に 第 １次 安曇 野市 水 道ビ ジョ ンが 策定 さ れ、

更新 には 耐震 性 の高 い管・継手（NS 形 及 び GX 形 等 の ダ クタ イ ル鋳 鉄管 や配 水 用ポ

リエ チレ ン管 ）の 採 用 へ順 次移 行し て きま した 。管 路耐 震化 率 は 22.0％（ 令和 ３年

度末 ）で あり 、今 後も 計画 的な 更新 を 行い 、災害 に強 い水 道 シス テム を構 築し ま す。

また 、総 合病 院 、主 要な 避難 場所 へ の管 路は 、耐 震性 の 高い 管に 布設 替を 図 り、 被

災者 の生 命維 持 及び 人心 安定 の基 本 とな る飲 料水 、医 療 用水 、生 活用 水の 確 保等 に

より 、被 害の 拡 大と 二次 災害 を防 止 でき るよ うに 検討 し てい ます 。  

表 ■ 2-12 拠 点 配 水 池 の 耐 震 化 及 び 非 常 用 電 源 設 備 設 置 状 況  
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（ ６ ） 経 営 状 況 

収益 的収 支に お ける 給水 収益 は水 需 要の 減少 に伴 い減 少 傾向 で推 移し てい ま す。

水道 事業 を運 営 する 収入 とし ては 、 受託 工事 収益 や営 業 外収 益と いっ た収 益 的収 入

もあ りま すが 、 給水 収益 が多 くの 割 合を 占め てい ます 。  

水 道 水 １ ｍ 3 の 製 造 に 要 す る 費 用 を 示 す 給 水 原 価 が 水 道 水 １ ｍ 3 当 た り に 換 算 し

た水 道料 金収 入 を示 す供 給単 価を 下 回っ てい るこ とか ら 、給 水に 必要 な費 用 は水 道

料金 収入 によ り 賄わ れて いる こと を 示し てい ます （図 2-8）。  

 

 

図 2-8■ 安 曇 野 市 の 経 営 状 況 （ 1）  
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原価・単価

（円/㎥）

給水収益

（億円）

（年度）
給水収益 給水原価 供給単価

※１ 地方公営企業会計制度 

--- 地方公共団体が経営する現業のうち、地方公営企業法の適用を受ける事業の会計制度。 

177.0 円 /m3   

153.4 円 /m3   

176.4 円 /m3   

173.8 円 /m3   

17.0 億 円  

※平成 26 年度以降の実績値には地方公営企業会計制度(※１)の見直しが適用され

ています。 

※給水原価の算出にあたっては、地方公営企業会計制度の見直しに伴い、給水原価

構成費用から長期前受金戻入を差し引いて計算しています。 

※令和２年度は新型コロナ感染拡大に伴う経済的支援対策として、基本料金の減

免を行ったことにより給水収益が減少しています。 

17.8 億 円   
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資本 的収 支に お ける 支出 は年 度に よ って 大き く変 動し て いま すが 、平 成 25 年度

及び 平成 26 年 度は 安 曇野 市水 道事 業第 1 次拡 張事 業(三 郷 地域 水源 転換 事業)、平

成 29 年 度か ら 令和 2 年度 まで は 豊科 明科 地域 整備 事業 の 実施 によ り増 加し て いま

す。  

また 、管 路や 施設 の 建 設改 良工 事の 資 金に 充て た企 業債 の 残高 は減 少傾 向に あ り、

令和 3 年 度 末で 50.3 億円 とな っ てい ます （図 2-9）。  

 

図 2-9■ 安 曇 野 市 の 経 営 状 況 （ 2）  

 

水道 事業 は、 地 方公 営企 業法 に基 づ く地 方公 共団 体が 経 営す る企 業と して 運 営さ

れて いま す。 そ のた め、 事業 に必 要 な経 費は 、水 道利 用 者か らの 水道 料金 収 入で 賄

う独 立採 算制 で す。  

安曇 野市 の水 道 事業 は、昭和 40 年代 以 降 の経 済成 長を 背 景に 人口 も年 々増 加 し、

増大 する 生活 用 水や 業務 ・営 業用 水 、工 場用 水等 の需 要 量増 加に より 給水 収 益も 増

加し てき まし た 。現 在は 、少 子高 齢 化や 経済 成長 の鈍 化 など が影 響し て、 水 需要 は

横ば いか ら減 少 傾向 であ るこ とか ら 、今 後の 経営 環境 は 厳し いと 見込 まれ ま す。  

この 状況 下で 、 経年 劣化 施設 の更 新 はも とよ り、 安全 で 良質 な水 道水 の供 給 、地

震に 強い 水道 の 構築 など の多 様な ニ ーズ に応 えて 、質 の 高い 施設 整備 とサ ー ビス 向

上を 図っ てい く 必要 があ りま す。  

安曇 野市 水道 事 業の 経営 指標(※１)は表 2-13 の と おり です 。  
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※１ 経営指標--- 経営分析をするために用いる指標。 
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表 2-13■ 経 営 指 標  

指 標 名  
年   度  類 似 団 体  

平 均 値  

全   国  

平 均 値  H30 R 元  R2 

経 常 収 支 比 率 ％  123.3 121.8 124.8 111.2 111.7 

流 動 比 率 ％  300.3 297.1 372.0 353.8 262.4 

企 業 債 残 高 対

給 水 収 益 比 率  
％  379.1 357.9 350.3 315.7 271.0 

料 金 回 収 率 ％  117.6 115.6 110.3 102.6 102.4 

給 水 原 価 (1m3 当 り )  円  151.9 154.4 149.4 167.7 167.3 

施 設 利 用 率 ％  74.8 74.0 76.6 59.6 60.3 

有 収 率 ％  82.2 81.4 80.1 87.3 89.8 

有 形 固 定 資 産 減 価

償 却 率 
％  48.6 49.6 50.5 48.5 49.5 

管 路 経 年 化 率 ％  8.5 9.9 10.5 17.2 19.3 

管 路 更 新 率 ％  0.8 0.5 0.6 0.6 0.7 

※類似団体平均値及び全国平均値は「経営比較分析表 総務省」による公表値。 

※用語解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 経 常 収支 比率  

給水 収益 や一 般 会計 から の繰 入金 等 の収 益で、維持 管 理費 や支 払利 息等 の費 用 を

どの 程度 賄え て いる かを 表す 指標 で す。数 値が 100％未 満 の場 合、単年 度の 収支

が赤 字で ある こ とを 示し ます 。本 市は 100％ を超 えて おり 、良 好な 収支 とな っ て

いま す。  

②  流 動 比率  
この 比率 は 、民 間 企業 の経 営分 析に お いて も一 般的 に使 用 され てお り 、短 期債 務

に 対 す る 支 払 能 力 を 表 す 指 標 で す 。 民 間 企 業 に お い て 適 正 な 流 動 比 率 は 200％

以上 が望 まし い とさ れて いま す 。本 市は 200％を 超え てお り 、短期 債務 に対 す る

支払 能力 は十 分 あり ます ので 、財 務 の安 全性 は高 いと い えま す。  

③  企 業 債残 高対 給水 収益 比率  

給水 収益 に対 す る企 業債 残高 の割 合 であ り、 企業 債残 高 の規 模を 表す 指標 で す。

本市 は平 均値 に 比べ 高い 数値 を示 し てい ます が、企業 債に つ い ては 計画 的な 償 還

を行 って いま す 。  
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  ④  料 金 回収 率  

給水 に係 る費 用 が、ど の程 度給 水収 益 で賄 えて いる かを 表 す指 標で す。数 値 が１

００ ％を 下回 っ てい る場 合 、給 水に 係る 費 用が 給水 収益 以 外の 収入 で賄 われ て い

るこ とを 意味 し ます。本市 は１ ００ ％ を超 えて おり、健 全な 経営 であ ると いえ ま

す。  

⑤  給 水 原価  

有 収 水 量 １ m3 当 た り に つ い て 、 ど れ だ け の 費 用 が か か っ て い る か を 表 す 指 標 で

す。 本市 は、 平 均値 と比 べ低 いた め 費用 が抑 えら れて い ると いえ ます 。  

⑥  施 設 利用 率  

一日 給水 能力 に 対す る一 日平 均給 水 量の 割合 であ り 、施 設の 利 用状 況や 適正 規 模

を判 断す る指 標 です。数値 が大 きい ほ ど効 率的 であ ると さ れて いま す。本 市 は平

均値 に比 べ高 い 数値 を維 持し てい ま す。  

今後 も投 資計 画 に基 づく 施設 の統 廃 合等 の検 討を 行っ て いき ます 。  

⑦  有 収 率  

施設 の稼 働が 収 益に つな がっ てい る かを 判断 する 指標 で す。100％に 近い ほど よ

いと され てい ま す 。本 市の 有収 率は 平 均値 より かな り低 い 値で あり 、減少 傾向 を

示し てい ます 。具 体的 な漏 水防 止対 策 を計 画し 、有収 率の 向 上を 図る 必要 があ り

ます 。  

⑧ 有 形 固定 資産 減価 償却 率  

有 形 固 定 資 産 の う ち 償 却 対 象 資 産 の 減 価 償 却 が ど の 程 度 進 ん で い る か を 表 す 指

標で 、資 産の 老朽 化 度 合を 示し てい ま す。本 市は 平均 値に 比 べ高 く、年々 上昇 し

てい るこ とか ら 、法 定 耐用 年数 に近 い 資産 が増 えて いる た め、計 画的 な更 新等 の

必要 があ りま す 。  
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⑩  管 路 更新 率  

当該 年度 に更 新 した 管路 延長 の割 合 を表 す指 標で 、管 路 の更 新 ペー スや 状況 を 把

握で きま す。本 市は 平 均値 に比 べ低 い ため 、更新 投資 を計 画 的に 進め てい く必 要

があ りま す。  

⑨ 管 路 経年 化率  

法定 耐用 年数 を 超え た管 路延 長の 割 合を 表す 指標 で、管 路の 老 朽化 度合 を示 し て

いま す。本市 は平 均値 と比 べる と低 い もの の、年 々 上昇 して いる こと から 、法 定

耐用 年数 を経 過 した 管路 が増 加し て いる ため 、計 画的 な 管路 の 更新 等の 必要 が あ

りま す。  
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2.4 将来の事業環境  

 

（ １ ） 給 水 収 益 （ ※１ ） の 減 少  

給水 人口 の減 少 やラ イフ スタ イル の 変化 、節 水意 識へ の 高ま りか ら平 成 18 年度

から 令 和 3 年 度ま で の過 去 16 年 間に お ける 有収 水量 は 年々 減少 傾向 にあ り ます。 

現在 使用 して い る水 道施 設の 多く は 、高 度経 済成 長期 に 建設 され たも ので あ り、

人口 に比 例し て 増加 した 水需 要と 給 水収 益に よっ て整 備 して きま した 。有 収 水量 の

増加 は直 接給 水 収益 の増 加に つな が るた め、 適切 な事 業 財源 を確 保す るこ と がで き

てい まし た。 し かし 、今 後は 給水 人 口が 減少 する こと は 確実 であ り、 有収 水 量は 一

層減 少す る見 込 みで す（図 2-10）。厳し さを 増す 財政 状 況と なる なか にお い ても 持

続可 能な 水道 事 業を 運営 して いく た めに は、 より 一層 の 経営 の効 率化 や計 画 的な 事

業経 営が 求め ら れま す。  

 

図 2-10■ 1 日 当 た り 有 収 水 量 の 推 移  
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※１ 給水収益 

---水道事業会計における営業収益のひとつであり、公の施設としての水道施設の使用につい

て徴収する使用料。 

有 収 水 量 の 減 少 
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（ ２ ） 構 造 物 及 び 設備 の 経 年 化  

本市 では これ ま で、 地震 等の 災害 に おい ても 安定 して 水 道水 の供 給が 可能 と なる

よう に 、施 設の 耐 震化 や設 備類 の更 新 を計 画的 に進 めて き まし た 。し かし 、昭和 50

年前 後に 投資 の ピー クが あり 、こ の 頃ま でに 整備 され た 施設 はす でに 40 年 が経 過

して おり 、今 後 大規 模な 更新 時期 を 迎え ます 。  

構造 物や 設備 に はそ れぞ れ法 定耐 用 年数 が設 定さ れて お り、 この 年数 が経 過 した

時 点 で 更 新 し た 場 合 に は 更 新 需 要 時 期 の 偏 り が 大 き く な る と 予 想 さ れ ま す （ 図 2-

11）。  

その ため 、今 後 は将 来の 給水 人口 や 給水 収益 の動 向を 把 握し た上 で計 画的 に 更新

を進 めて いく こ とが 必要 です 。  

 

図 2-11■ 構 造 物 及 び 設 備 の 更 新 需 要 （ 法 定 耐 用 年 数 で 更 新 ）  
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（ ３ ） 管 路 の 経 年 化 

管路 にお いて も 構造 物及 び設 備と 同 様に 、法 定耐 用年 数 が設 定さ れて いま す 。法

定耐 用年 数で 更 新し た場 合、 過去 に 整備 した 管路 が集 中 して 更新 時期 を迎 え るこ と

から 、今 後更 な る更 新需 要の 増大 が 見込 まれ ます （図 2-12）。  

管路 の更 新に 要 する 投資 総額 は 約 756 億円 であ り、 構 造物 及び 設備 に比 べ 、約

2.4 倍の 規 模で あり 、更 新需 要の 増 大は 将来 の事 業経 営 に大 きく 影響 しま す 。そ の

ため 、管 路更 新 によ る事 業経 営へ の 負荷 の集 中を 避け る べく 、更 新事 業を 計 画的 に

進め てい く必 要 があ りま す。  

 

 

 

図 2-12■ 管 路 の 更 新 需 要 （ 法 定 耐 用 年 数 で 更 新 ）  
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写 真 2-３ ■ 水 道 施 設 写 真  

光 配 水 池 PC タ ン ク  光 配 水 池 電 気 室 ・ 滅 菌 機 室  

光 配 水 池 電 気 室 内 部  光 配 水 池 塩 素 消 毒 設 備  

光 配 水 池 残 留 塩 素 計  光 配 水 池 緊 急 遮 断 弁  
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2.5 水道事業の課題  

 

国の 新水 道ビ ジ ョン に示 され てい る 「安 全」「 強 靭」「 持 続」 と安 曇野 市水 道 事業 が

独自 に加 える 「 信頼 」の ４つ の観 点 から 、水 道事 業の 課 題を まと めま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 平 常 時 に お け る 水 質 管 理  

三 郷 ・ 堀 金 地 域 の 畑 作 地 帯 に お い て 、 原 水 の 硝 酸 態 窒 素 は 水 質 基 準 値 内 に 収 ま っ

て い る も の の 、 高 い 傾 向 を 示 し て い ま す 。硝 酸 態 窒 素 の 過 剰 摂 取 は 健 康 被 害 の 出 る

お そ れ が あ る こ と か ら 、 今 後 、 動 向 を 監 視 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

② 災 害 に よ る 濁 度 上 昇  

原 水 濁 度 は 浄 水 処 理 に 大 き な 影 響 を 与 え 、浄 水 管 理 上 最 も 重 要 な 指 標 の ひ と つ で

す 。 一 般 に 地 下 水 は 河 川 水 な ど に 比 べ 、 水 質 は 安 定 し て い ま す が 、 地 震 の 影 響 に よ

り 汚 濁 さ れ る こ と が あ り ま す 。  

高 濁 度 発 生 時 に は 取 水 を 停 止 し 、 配 水 池 へ の 流 入 を 防 ぐ こ と で 対 応 し て い ま す

が 、 一 部 施 設 は 濁 度 を 測 定 す る 濁 度 計 が 未 設 置 と な っ て い ま す 。  

 

③ 管 路 内 部 の 付 着 物  

水 源 水 質 等 （ ケ イ 酸 塩 や マ ン ガ ン 等 ） の 影 響 で 、 管 内 面 に 付 着 物 が あ る と 予 想 さ

れ る 管 路 や 、 経 年 に よ り 管 内 面 の 腐 食 や 夾 雑 物 （ 鉄 錆 、 砂 等 ） の 堆 積 が 予 想 さ れ る

管 路 で は 、 急 激 な 水 圧 変 動 に よ り 濁 水 が 発 生 す る お そ れ が あ り ま す 。  

付 着 物 対 策 と し て 定 期 的 な 管 内 カ メ ラ に よ る 点 検 、 洗 管 の 実 施 が 必 要 で す 。  

安全 

④ 大 規 模 災 害 対 策  

近 年 、東 日 本 大 震 災 や 熊 本 地 震 な ど の 自 然 災 害 が 多 発 し て い る な か で 、停 電 な ど

に よ る 電 力 供 給 が 絶 た れ た 際 に も 安 全 な 水 の 供 給 を 続 け る こ と が 課 題 で す 。そ の た

め 、非 常 用 発 電 設 備 を 設 置 し て 停 電 時 に 必 要 な 電 源 を 確 保 す る こ と を 検 討 し な け れ

ば な り ま せ ん 。非 常 用 発 電 設 備 は 停 電 に 伴 っ て 生 じ る 断 水 や 施 設 運 用 上 の 支 障 を で

き る 限 り 低 減 す る こ と が で き る た め 、拠 点 配 水 池 か ら 優 先 的 に 設 置 す る 必 要 が あ り

ま す 。ま た 、既 存 施 設 で は 豊 科 犀 川 右 岸 地 域 に 水 源 が な い た め 、田 沢 橋 へ 添 架 し て

い る 水 道 管 が 大 規 模 地 震 等 で 破 損 し た 場 合 に 断 水 と な る お そ れ が あ り ま す 。  

 

⑤ 施 設 ・ 管 路 の 耐 震 化  

地 震 に 備 え た 管 路 施 設 や 構 造 物 耐 震 化 の 必 要 性 が 高 ま っ て い ま す 。全 て の 管 路 施

設 や 構 造 物 を 耐 震 化 す る に は 膨 大 な 費 用 と 期 間 が 必 要 と な る た め 、拠 点 配 水 池 及 び

重 要 拠 点 を 結 ぶ 基 幹 管 路 な ど 、重 要 度 や 役 割 に よ る 優 先 度 に 応 じ て 効 率 的 に 耐 震 化

を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 
⑥ 施 設 ・ 管 路 の バ ッ ク ア ッ プ 及 び 再 構 築  

穂 高 地 域 で は 豊 里 第 1 水 源 が 停 止 し て い る た め 、現 在 稼 働 中 の 井 戸 を 停 止 し た 場

合 に 配 水 量 を 確 保 で き な い 可 能 性 が あ り ま す 。  

明 科 地 域 で は 同 地 域 内 に バ ッ ク ア ッ プ 用 水 源 が な い た め 、水 質 汚 染 事 故 等 が 生 じ

た 場 合 に 取 水 停 止 と な り 、 大 規 模 な 断 水 が 生 じ る お そ れ が あ り ま す 。  

強靱 
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 ⑦ 水 源 施 設 の 経 年 化  

水 源 施 設 の 整 備 は 主 に 昭 和 40 年 か ら 50 年 代 に 行 わ れ 、そ の 多 く が 建 設 か ら 40

年 以 上 経 過 し て い ま す 。水 道 事 業 を 持 続 さ せ て い く た め に は 、現 状 の 水 源 施 設 の 診

断 ・ 評 価 を 行 い 、 優 先 順 位 を 定 め 、 更 新 計 画 を 策 定 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

⑧ 管 路 の 更 新  

本 市 の 有 収 率 低 迷 の 背 景 に は 事 業 開 始 時 に 経 済 的 で あ る 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 を 採

用 し 、そ の 布 設 延 長 の 割 合 が 大 き い こ と が 挙 げ ら れ ま す 。当 時 に 布 設 し た 硬 質 塩 化

ビ ニ ル 管 は 経 年 劣 化 す る と 亀 裂 を 生 じ や す く な り 、 漏 水 の 直 接 的 な 原 因 と な り ま

す 。  

平 成 21 年 に 第 １ 次 安 曇 野 市 水 道 ビ ジ ョ ン が 策 定 さ れ 、更 新 に は 耐 震 性 の 高 い 管・

継 手 （ NS 形 及 び GX 形 等 の ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 や 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 ） の 採 用 へ

順 次 移 行 し て き ま し た が 、 今 後 も 継 続 的 に 更 新 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

⑨ 山 間 部 配 水 系 統 の 整 備  

山 間 部 で は 、 小 規 模 施 設 が 点 在 し て お り 、 適 切 な 維 持 ・ 管 理 を 行 う こ と が 困 難 で

す 。 ま た 、給 水 人 口 に 対 し て 過 大 な 投 資 を 必 要 と す る こ と か ら 施 設 の 再 構 築 を 検 討

す る 必 要 が あ り ま す 。  

⑩ 情 報 の 公 開  

水 道 水 の 安 全 性 に 関 し て 、 公 開 さ れ て い る 情 報 が 水 質 検 査 結 果 の み で 、 住 民 の 皆

様 へ 向 け た 情 報 が 少 な い こ と が 課 題 で す 。 公 開 す る 内 容 に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ

り ま す 。  

ま た 、 経 営 状 況 等 の 公 表 を 引 き 続 き 行 い 、 透 明 性 の 高 い 水 道 事 業 を 運 営 す る 必 要

が あ り ま す 。  

 

⑪ 水 道 に 対 す る 意 識 の 向 上  

現 在 、 小 学 生 に 対 し て 施 設 見 学 を 行 っ て い ま す が 、 一 般 使 用 者 に 向 け た 施 設 見 学

会 は 行 っ て い ま せ ん 。 施 設 見 学 会 等 で 水 道 に 対 す る 身 近 な 疑 問 に つ い て 解 決 す る 場

や 市 民 ア ン ケ ー ト を 実 施 し 、 皆 様 の ニ ー ズ に 応 え る こ と が 重 要 で す 。  

 

信頼 

持続 
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第３章 基本理念（将来像）と目標設定 

 

 

 

 

3.1 基本理念（将来像）  

 

本ビ ジョ ンは 、「 清ら かで 良質 な水 を いつ まで も～ 信頼 を 未来 へつ なぐ 安曇 野 の水

道～ 」を 基本 理 念と し、 北ア ルプ ス と自 然に 育ま れた 豊 かな 水を 安全 で良 質 な水 道水

とし て安 定的 に 供給 する 体制 を築 き 、次 世代 へ「 おい し い水 道水 」の 継承 を 目指 しま

す。

 

 

 

基 本 理 念（将来像）  

清らかで良質な水をいつまでも  

～信頼を未来へつなぐ安曇野の水道～  

第３章 基本理念（将来像）と目標設定 
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3.2 基本目標と基本方針  

 

厚生 労働 省で は 、時 代や 環境 の変 化 に対 して 的確 に対 応 しつ つ、 水質 基準 に 適合 し

た水 が、 必要 な 量、 いつ でも 、ど こ でも 、誰 でも 、合 理 的な 対価 をも って 、 持続 的に

受け 取る こと が 可能 な水 道を 理想 像 とし て掲 げて いま す 。  

安曇 野市 の水 道 も将 来像 の実 現に 向 けて 、様 々な 課題 の 解決 に取 り組 むた め 、そ の

取り 組み の目 指 す方 向性 を次 のよ う に定 めま す。  

 

 

いつ飲んでも安全な水道 

いつ でも どこ で も、 安全 に飲 める 水 道を 目指 しま す。 

 

災害に強く、しなやかな水道  

自然 災 害等 で被 災 し た場 合 でも 、迅 速 に 復旧 で きる

水道 を目 指し ま す。  

 

いつまでも地域にあり続ける水道 

給水 人口 や給 水 量の 減少 に対 して も、健全 かつ 安定 的

な事 業運 営が 可 能な 水道 を目 指し ま す。  

 

皆様に信頼され、共につくる水道   

多様 化す るニ ー ズに 応え 、世 代 を超 えて 利 用さ れる

水道 を目 指し ま す。  
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3.3 施策体系  

 

本ビ ジョ ンに お ける 基本 目標 の達 成 に向 け、 主要 施策 及 び実 現方 策を 以下 の とお り

とし ます 。  

 

 

 

 

 

基 本 目 標 実 現 方 策主 要 施 策

安全

いつ飲んでも

安全な水道

・水源から蛇口までの徹底した

水質管理

1 水質検査結果の適切な把握と関係機関との連携

2 水安全計画の策定

3 水質事故発生時の行動マニュアルの作成

4 水道管内の点検と洗浄

5 濁度計の設置

強靱

災害に強く、

しなやかな

水道

・災害に強い施設の整備

・バックアップシステムの構築

・危機管理体制の充実強化

1 指定避難所等重要給水施設への給水ルートの耐震化

2 非常用電源設備の整備

3 他水源からの配水が可能となる施設整備

4 防災訓練の実施

5 震災等を想定した災害対策マニュアルの作成

持続

いつまでも

地域にあり

続ける水道

・計画的な施設更新と規模の適正化

・経営基盤の強化

・上水道未利用者の対応

1 老朽管の計画的な更新と漏水調査の実施

2 水源施設の老朽化診断

3 アセットマネジメントの実践

4 施設の統廃合やダウンサイジングの検討

5 人口減少地域における消火施設のあり方の検討

6 水道料金水準の適正化の検討

7 水道への切り替えの推進

信頼

皆様に信頼さ

れ、共につく

る水道

・利用者とのコミュニケーションの

充実

1 情報公開の充実

2 施設見学会の実施

3 水道利用者のニーズの把握

基本理念

清らかで良質な水をいつまでも

～信頼を未来へつなぐ安曇野の水道～
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第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 

 

 

４.1 【安全】いつ飲んでも安全な水道 

 

 

 

安曇 野市 の水 道 水は 、水 質検 査項 目 全て にお いて 基準 を 満た して いま すが 、 この う

ち硝 酸態 窒素 に つい ては 、三 郷・ 堀 金地 域の 畑作 地帯 に おい て水 質基 準値 内 に収 まっ

てい るも のの 、検 査値 は若 干高 い傾 向 にあ りま す。今後 水質 検査 結果 の推 移を 記 録し 、

必要 に応 じて 関 係部 局と 連携 を図 り なが ら対 応し ます 。  

 

 

図 4-1■ 硝 酸 態 窒 素 濃 度 の 推 移 （ 各 年 度 最 高 値 ）（ 改 定 前 ）  

安全（いつ飲んでも安全な水道）基本目標

水源から蛇口までの徹底した水質管理主要施策

（ 平 成  年 度 ）  

Max 6.2 mg/ℓ  

Max 2.1 mg/ℓ  

（ mg/ℓ ）  

第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 
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第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 

原水 水質 の汚 濁 をで きる だけ 少な く し、 配水 ・給 水過 程 で水 道水 の汚 染を 防 止す る

こと で良 質な 飲 料水 を供 給す るこ と がで きま す。 それ に は水 源か ら給 水栓 ま での リス

クを 分析 評価 し 、管 理方 策を 明確 に する こと が重 要で す 。水 の安 全性 を確 保 する ため

に水 安全 計画 を 令和 2 年度 に策 定 しま した 。  

水安 全計 画と は WHO 飲料 水水 質ガ イ ドラ イン第 3 版（2004）にお いて 、HACCP *1

手法 の考 え方 を 水道 へ導 入し た包 括 的な 計画 です 。  

 

＊1 HACCP とは  

Hazard Analysis Critical Control Point（危 害分 析・ 重 要管 理点 ）の 略。 食 品の

安全 性を 確保 す る衛 生管 理手 法と し て、 食品 原料 の入 荷 から 製品 出荷 まで の あら ゆる

工程 にお いて 、 危害 の原 因を 予測 し 、そ の危 害原 因を 除 去で きる 重要 管理 点 で継 続的

に監 視す るこ と で人 に与 える 食品 危 害を 未然 に防 止す る もの 。  

 

 

 

 

 

図 4-2■ 水 安 全 計 画 策 定 の 手 順  
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第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 

水道 の用 途が ま すま す多 様化 し、 市 民生 活や 社会 活動 が 水道 へ依 存す る度 合 いは 飛

躍的 に高 まっ て いる なか 、災 害や 事 故に よる 断・ 減水 が 社会 に与 える 影響 は 極め て深

刻で す。 災害 や 事故 は突 発的 であ る こと 、発 生頻 度が 少 ない こと から 、対 策 計画 やマ

ニュ アル を策 定 して おく こと が重 要 です 。水 道に おけ る 災害 や事 故は 地震 、 風水 害、

渇水 等の 自然 災 害、 ある いは 水質 事 故、 火災 、水 道管 破 裂事 故、 テロ など の 反社 会的

行為 など 、そ の 発生 原因 や被 害規 模 は多 岐に わた りま す 。本 市で は特 に地 震 によ る原

水濁 度の 上昇 の リス クが 高い とし て 、迅 速な 対応 を進 め られ るよ うに 行動 マ ニュ アル

を令和 2 年 度に 作成 しま した 。  

 

配水 管内 の急 激 な水 圧変 動に より 水 道管 内に 付着 した ミ ネラ ル分 が剥 離し 、 濁り が

発生 する おそ れ があ るた め、 水道 管 に排 泥管 を設 置し 水 道管 内の カメ ラ点 検 、管 内洗

浄を 実施 しま す 。な お、 三郷 地域 の 点検 ・洗 浄は 完了 し てお り、 本計 画内 で 豊科 ・穂

高地 域を 行い 、 順次 他地 域に つい て も調 査・ 洗浄 を行 い ます 。  

 

 

 

 

三 郷 地 域 カ メ ラ 点 検 管 内 洗 浄 状 況  

 

写 真 4-1■ 洗 管 前  管 内 状 況  写 真 4-2■ 洗 管 後  管 内 状 況  
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第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 

地 震 時 の 濁 度 (※ １ )上 昇 は 突 発 的 に 発 生 し 、 濁 っ た 水 が 配 水 池 に 混 入 す る と 安 定 的

な配 水が 困難 と なる おそ れが ある た め、 常時 水質 を監 視 して おく 必要 があ り ます 。連

続的 な監 視を 行 うた めに は濁 度計 を 設置 し、 水質 事故 を 未然 に防 止す る必 要 があ りま

す。 特に 緊急 時 にも 配水 池と して の 機能 を有 して いな け れば なら ない 拠点 配 水池 へ水

を供 給し てい る 井戸 に対 し整 備を 進 める こと が重 要で あ り、 濁度 監視 の強 化 を図 るた

め 、 優先 的 に 濁 度 計 を 設 置し ま す 。 濁 度 計 設 置状 況 と 整 備 優 先 度 を表 4-1 に 示しま

す。  

 

 

表 4-1■ 濁 度 計 設 置 状 況 と 整 備 優 先 度 （ 改 定 前 ）  

施 設 名  濁 度 計 の 設 置  整 備 優 先 度  

真 々 部 配 水 池  〇  －  

高 家 配 水 池  〇  －  

上 原 配 水 池  × ①  

豊 里 配 水 池  × ④  

宮 城 配 水 池  × ⑥  

上 長 尾 配 水 池  × ②  

堀 金 低 区 配 水 池  × ⑤  

川 西 低 区 配 水 池  × ③  

 

 

 

  

写 真 4-3■ 濁 度 計 写 真  

※１ 濁度---水中の浮遊粒子や溶存物質の化学変化により密度の不均衡が生じた場合に濁りを生じ

る。この濁りの程度を濁度といい、水質基準項目に定められており、基準値は 2 度以下である。 
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第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 

４.１.2 【安全】達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 定 量的 な評 価 が困 難で ある ため 、 目標 の設 定は 行っ て いま せん が、 水質 検 査は 定期

的に 行い 、平 成 29 年 から 令和 3 年ま での 前期 にお ける 水 道水 につ いて は、 水 質検

査項 目全 てに お いて 基準 を満 たし て おり 、安 全性 を確 認 する こと がで きま し た。  

硝酸 態窒 素に つ いて は、 水質 基準 内 に収 まっ ては いる も のの 、三 郷・ 堀金 地 域の 畑

作地 帯に おい て 検査 値が 高い 傾向 に ある こと には 変わ り があ りま せん 。  

引き 続き 、水 質 検査 結果 の推 移を 記 録・ 注視 し、 必要 に 応じ て関 係部 局と の 連携 を

図り 対応 しま す 。  

 

 

図 ４ -３ ■ 硝 酸 態 窒 素 濃 度 の 推 移 （ 各 年 度 最 高 値 ）（ 改 定 後 ）  

  

Max 6.3 mg/ℓ  

Max 2.0 mg/ℓ  

（ mg/ℓ ）  

）  
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第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 

 計 画を 策定 す る目 標に 対し 、水 源 から 給水 栓に 至る 安 全性 の向 上や 維持 管 理の 効率

化、 緊急 時の 対 応等 水質 管理 の向 上 を目 的と した 「安 曇 野市 水道 事業 水安 全 計画 」を

令和 2 年 度 に策 定し 、目 標を 達成 す るこ とが でき まし た 。  

今後 は、 必要 に 応じ て内 容等 の見 直 しを 行い ます 。  

 

表 ４ -２ ■ 水 安 全 計 画 を 策 定 し た 配 水 系 の 一 覧  

地 域  配 水 系  地 域  配 水 系  

豊 科 地 域  

真 々 部 配 水 系  

三 郷 地 域  

上 長 尾 配 水 系  

高 家 配 水 系  野 沢 水 源 配 水 系  

田 沢 配 水 系  野 沢 配 水 系  

光 配 水 系  堀 金 地 域  堀 金 配 水 系  

穂 高 地 域  

上 原 配 水 系  
明 科 地 域  

川 西 配 水 系  

宮 城 配 水 系  光 配 水 系  

豊 里 配 水 系    

 

 

マニ ュア ルを 策 定す る目 標に 対し 、 水質 汚染 事故 発生 時 に、 通常 給水 の早 期 の回 復

と計 画的 な応 急 給水 の実 施な どの 応 急対 策の 諸活 動を 迅 速か つ的 確に 実施 で きる 体制

を作 り、 水質 汚 染事 故対 応を 適切 に 行う こと を目 的に 「 安曇 野市 水質 汚染 事 故対 策マ

ニュ アル 」を 令和 2 年度 に策 定し 、 目標 を達 成す るこ と がで きま した 。  

今後 は、 必要 に 応じ て内 容等 の見 直 しを 行い ます 。  
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定量 的な 評価 が 困難 であ るた め、 目 標の 設定 は行 って い ませ んが 、平 成 29 年度 か

ら令 和４ 年度 ま で豊 科地 域の 排泥 管 の設 置、 カメ ラ調 査 ・管 洗浄 を実 施し 、 スケ ジュ

ール どお り進 捗 して いま す。  

令和 ５年 度か ら は穂 高地 域の 排泥 管 の設 置、 カメ ラ調 査 ・管 洗浄 を実 施す る 計画 で

す。  

 

    表 4-3■ 実 施 個 所 と 内 容  

 H29 H30 R 元  R２  R３  

実 施 地 域  豊 科 地 域  豊 科 地 域  

内   容  排 泥 管 の 設 置  カ メ ラ 調 査 ・ 管 洗 浄  

 

表 4-4■ 今 後 の 予 定  

 R4 R5 R６  R７  R８  R９  

実 施 地 域  豊 科 地 域  穂 高 地 域  穂 高 地 域  

内   容  
カ メ ラ 調 査  

・ 管 洗 浄  
排 泥 管 の 設 置  カ メ ラ 調 査 ・ 管 洗 浄  

 

 

 整 備率 66%の 目 標 に対 し、 60%の整 備 率で 目標 達成 に は至 って いま せん 。  

 対 象と なる 20 か 所 のうち 12 か所 への 設 置が 終了 しま し た。  

計画 終期 には 整 備率 が 100%と なる よう 、設 置方 法の 検 討を 含め 、計 画的 に 進め

てい きま す。  

また 、有 事の 際 に問 題な く作 動す る よう 、故 障の 有無 、 動作 確認 等の 点検 を 年１ 回

実施 しま す。  

 あ わせ て、 災 害時 等に おけ る原 水 の濁 水対 策に つい て も、 引き 続き 検討 を 行い ま

す。  
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表 4-5■ 濁 度 計 の 設 置 状 況 と 今 後 の 計 画 （ 改 定 後 ）  

施 設 名  濁 度 計 の 設 置  計 画 年 度  

真 々 部 配 水 池  〇  －  

高 家 配 水 池  〇  －  

上 原 配 水 池  一 部 設 置  R１ ～ R7 

豊 里 配 水 池  一 部 設 置  R２ ～ R8 

宮 城 配 水 池  × R4 

上 長 尾 配 水 池  〇  H30、 H31 

堀 金 低 区 配 水 池  × R5 

光 配 水 池  〇  R2 

 

 

表 4-6■ 施 策 の ス ケ ジ ュ ー ル と 目 標 の 達 成 状 況 （ 安 全 ）  

 

 

 

  

上段：当初計画
下段：改定後の計画

中間目標値

実績値

－

問題なく対応中

策定

R2年度策定

策定

R2年度策定

－

豊科地域で実施中

整備率66%

R3まで整備率60%
（12/20）

実現方策 H29 H30 R元 R2 R3 目標値

①
水質検査結果の適切な
把握と関係機関との連携

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

R4 R5 R6 R7 R8
当初値

（H29策定時）
R９

整備率30%
整備率100%
（20/20）

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

④ 水道管内の点検と洗浄

② 「水安全計画」の策定
定量的な評価が

困難な項目
策定

(内容は適宜見直し)

③
水質事故発生時の行動
マニュアルの作成

定量的な評価が
困難な項目

策定
(内容は適宜見直し)

⑤ 濁度計の設置
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4.2 【強靱】災害に強く、しなやかな水道 

 

 

 

本市 では 、拠 点 配水 池に 接続 する 導 ・送 水管 及び 災害 時 の避 難所 や病 院、 市 役所 等

の重 要給 水施 設（表 4-7）と 拠点 配水 池を 結 ぶ水 道管 を主 要 管路 と位 置づ けて い ます。 

主要 管路 と位 置 づけ られ た水 道管 は 耐震 性能 を有 する 管 種で 布設 され てい る こと が

望ま しい です が 、未 だ硬 質塩 化ビ ニ ル管 など の耐 震性 能 を有 して いな い管 種 で布 設さ

れて いる のが 現 状で す。 重要 給水 施 設に 確実 に水 を供 給 する ため 、災 害に 強 い管 路を

構築 する とと も に拠 点配 水池 に接 続 する 導・ 送水 管の 耐 震化 を図 りま す。  

耐震 化す る主 要 管路 は、 耐震 適合 地 盤判 定マ ップ （JWRC:水 道技 術研 究セ ン ター

公表 ）よ り耐 震 性の 要否 を検 討し 、 優先 順位 を定 めて 更 新し ます 。  

 

図 4-4■ 主 要 管 路 の イ メ ー ジ  

  

強靱（災害に強く、しなやかな水道）基本目標

災害に強い施設の整備

バックアップシステムの構築

危機管理体制の充実強化
主要施策
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表 4-7■ 重 要 給 水 施 設 一 覧 （ 改 定 前 ）  

地 域  指 定 避 難 所 ※ 1  官 公 庁 ※ 2  医 療 機 関 ※ 3  福 祉 避 難 所 ※ 4  

豊 科 地 域  

豊 科 南 中 学 校  

豊 科 南 小 学 校  

豊 科 高 等 学 校  

南 安 曇 農 業 高 等 学 校  

豊 科 北 中 学 校  

豊 科 北 小 学 校  

豊 科 交 流 学 習 セ ン タ ー  

豊 科 東 小 学 校  

安 曇 野 警 察 署  

豊 科 消 防 署  

安 曇 野 市 本 庁 舎  

安 曇 野 建 設 事 務 所  

県 立 こ ど も 病 院  

安 曇 野 赤 十 字 病 院  

豊 科 保 健 セ ン タ ー  

豊 科 老 人 福 祉 セ ン タ

ー  

三 郷 地 域  

三 郷 小 学 校  

三 郷 文 化 公 園 体 育 館  

三 郷 中 学 校  

三 郷 公 民 館  

小 倉 多 目 的 集 会 施 設  

三 郷 支 所  
ミ サ ト ピ ア 小 倉 病 院  

三 郷 保 健 セ ン タ ー  

三 郷 福 祉 セ ン タ ー ・  

デ イ サ ー ビ ス  

セ ン タ ー  

穂 高 地 域  

穂 高 西 小 学 校  

穂 高 南 小 学 校  

穂 高 交 流 学 習 セ ン タ ー  

穂 高 東 中 学 校  

穂 高 会 館  

穂 高 西 中 学 校  

穂 高 北 小 学 校  

穂 高 支 所  

穂 高 消 防 署  

穂 高 病 院  

柏 原 ク リ ニ ッ ク  

百 瀬 医 院  

穂 高 保 健 セ ン タ ー  

穂 高 地 域 福 祉  

セ ン タ ー  

堀 金 地 域  
堀 金 中 学 校  

堀 金 小 学 校  

堀 金 総 合 体 育 館  

堀 金 支 所  堀 金 保 健 セ ン タ ー  
堀 金 デ イ サ ー ビ ス セ

ン タ ー  

明 科 地 域  

明 南 小 学 校  

明 科 中 学 校  

明 北 小 学 校  

明 科 公 民 館  

明 科 消 防 署  

犀 川 砂 防 事 務 所  

明 科 支 所  

明 科 保 健 セ ン タ ー  
明 科 総 合 福 祉  

セ ン タ ー  

施 設 数  27 施 設  11 施 設  11 施 設  5 施 設  

※ 1 「 安 曇 野 市 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 指 定 さ れ て い る 指 定 避 難 所  

※ 2 災 害 時 活 動 拠 点 と な る 官 公 庁  

※ 3 「 災 害 時 医 療 救 護 活 動 マ ニ ュ ア ル 」で 指 定 さ れ て い る 災 害 対 応 病 院 及 び 人 工 透 析 医 療 機 関 、  

「 安 曇 野 市 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 指 定 さ れ て い る 医 療 救 護 所  

※ 4 「 安 曇 野 市 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 指 定 さ れ て い る 福 祉 避 難 所  

 

 

災害 によ る停 電 事故 は、 取水 、導 水 、浄 水、 送配 水等 そ れぞ れの 機場 ある い は施 設

全体 の停 電に も 及ぶ こと にな り、 大 規模 な断 ・減 水を 招 くお それ があ りま す 。特 に拠

点配 水池 では 災 害時 や停 電時 にも そ の役 割を 果た すこ と が必 要で あり 、瞬 時 の停 電も

許さ れな い水 の 管理 ・運 用を 行う こ とが 求め られ てい ま す。  

災害 に強 い水 道 シス テム を構 築す る ため 、拠 点配 水池 へ 非常 用電 源設 備を 設 置し ま

す。 非常 用電 源 設備(※１)の設 置状 況 を表 4-8 に 示 しま す。  

 

 

 ※１ 非常用電源設備---災害等による停電時に必要な電源を確保し、断水や施設運用上の支

障を低減するための設備。 
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表 4-8■ 非 常 用 電 源 設 備 (※ １ )設 置 状 況 (改 定 前 ) 

施 設 名  
電 源 設 備 の

設 置  
設 備 優 先 度  

真 々 部 配 水 池  〇  —  

高 家 配 水 池  〇  —  

上 原 配 水 池  × ①  

豊 里 配 水 池  × ②  

宮 城 配 水 池  × ⑤  

上 長 尾 配 水 池  × ④  

堀 金 低 区 配 水 池  × ⑥  

川 西 低 区 配 水 池  × ③  

 

 

 

（ １ ） 豊 科 ・ 明 科 地域 整 備 事 業  

現在 、豊 科地 域 の犀 川右 岸地 域に は 水源 がな く、 左岸 側 の熊 倉水 源及 び高 家 配水

池か ら右 岸側 の 田沢 調整 池へ 送水 を 行っ てい ます 。田 沢 橋添 架管 が損 傷し た 場合 に

は送 水が 停止 し 、断 水を 引き 起こ す 可能 性が あり ます 。  

平成 ２８ 年度 の 認可 で 5 地域 の 上水 道事 業が 統合 され 、地域 間 の水 融通 が可 能 と

なっ たこ とを 受 けて 、明 科第 ２水 源 を水 源と した 新光 配 水池 を建 設し 、豊 科 地域 と

明科 地域 に配 水 可能 な水 道施 設を 整 備し まし た。   

これ によ り、 田 沢配 水池 、明 科光 ポ ンプ 槽、 明科 光配 水 池、 川東 低区 配水 池 を廃

止し 、維 持管 理 の効 率化 を図 ると と もに 、犀 川右 岸側 へ の安 定給 水が 可能 と なり ま

す。また 、明 科第 2 水源 にも 濁度 計 や非 常用 電源 設備 の 設置 を検 討し 、安 全 な水 を

供給 する 施設 を 整備 しま した 。  

 

（ ２ ） 穂 高 豊 里 整 備事 業  

現在、豊里 第 1 水 源 は水 質悪 化の 影 響で 取水 を停 止し て いま す。豊 里配 水 池は 拠

点配 水池 と位 置 づけ られ てい ます が 、水 源水 量に 余裕 が なく 、現 在稼 働中 の 水源 が

事故 や災 害に よ り停 止し てし まっ た 場合 に適 切な 配水 量 を確 保す るこ とが で きま せ

ん。 その ため 水 源水 量の 豊富 な上 原 配水 池か らの バッ ク アッ プシ ステ ムを 構 築し 、

災害 時に おい て も安 定し た水 量を 配 水可 能な 水道 施設 を 整備 しま す。  

写 真 4-4■ 非 常 用 電 源 設 備  
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大規 模地 震等 の 自然 災害 にお いて 皆 様の 生活 を守 り、 水 使用 にお ける 不便 、 不安 が

生じ ない よう に 安定 した 給水 を行 う ため には 、応 急対 策 の強 化が 求め られ ま す。 応急

対策 のひ とつ と して 安曇 野市 水道 事 業で は、 毎回 テー マ を変 えて 継続 的に 防 災訓 練を

実施 し、 災害 対 策マ ニュ アル にも 反 映さ せる こと で震 災 時に 迅速 ・的 確な 対 応を 行う

体制 を作 りま す 。  

 

【平成 28 年度 訓練 内 容】  

・災 害対 策本 部 の立 ち上 げ       ・施 設被 害状 況確 認  

・緊 急時 によ る 招集 訓練         ・各 主要 拠点 配水 池 での 初動 訓練  

・図 上シ ミュ レ ーシ ョン 訓練 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨今 、全 国各 地 で大 規模 地震 が発 生 して いる 状況 であ り 、災 害時 には 被害 の 軽減 に

向け た迅 速な 対 応が 求め られ ます 。災 害 時 にお いて も安 全 な水 の供 給を 続け る ため に、

「安 曇野 市地 域 防災 計画 」を 上位 計 画と して 、上 記防 災 訓練 の経 験も 反映 さ せつ つ、

より 具体 的な 災 害対 策マ ニュ アル を 令和 元年 度に 作成 し まし た。 引き 続き 緊 急時 の体

制を 強化 する と とも に職 員の 対応 力 向上 に努 めま す。  

  

写 真 4-5■ 防 災 訓 練 会 場  写 真 4-6■ 防 災 訓 練 実 施 状 況  
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４.２.2 【強靭】達成状況及び後期に向けての取組み 

 

 市 内８ 箇所 に 点在 する 拠点 配水 池 と水 源及 び配 水施 設 を結 ぶ導 ・送 水管 、 また 、拠

点配 水池 と重 要 給水 施設 を結 ぶ水 道 管を 主要 管路 と位 置 づけ 耐震 化整 備事 業 を継 続し

実施 しま す。 計 画期 間内 での 耐震 化 率目 標は 44.4％ で あり ま すが 、令 和３ 年 度末 時

点の 達成 率は 36.8％ とな って いま す 。  

引き 続き 、耐 震 化を 進め る主 要管 路 を、 耐震 適合 地盤 判 定マ ップ(JWRC:水 道技 術

研究 セン ター 公 表)を 用い て耐 震性 の 要否 を検 討し 、優 先 順位 を定 めて 更新 を 進め ま

す。  

表 4-9■ 主 要 管 路 の 耐 震 化 状 況  

年 度  H29 H30 R 元  R2 R3 

施 工 延 長  14.6km 2.05km 2.66km 1.51km 3.00km 

表 4-10■ 重 要 給 水 施 設 一 覧 （ 改 定 後 ）  

地 域  指 定 避 難 所 ※ 1  官 公 庁 ※ 2  医 療 機 関 ※ 3  福 祉 避 難 所 ※ 4  

豊 科 地 域  

豊 科 南 中 学 校  

豊 科 南 小 学 校  

豊 科 高 等 学 校  

南 安 曇 農 業 高 等 学 校  

豊 科 北 中 学 校  

豊 科 北 小 学 校  

豊 科 交 流 学 習 セ ン タ ー  

豊 科 東 小 学 校  

安 曇 野 市 総 合 体 育 館  

安 曇 野 警 察 署  

豊 科 消 防 署  

安 曇 野 市 本 庁 舎  

安 曇 野 建 設 事 務 所  

県 立 こ ど も 病 院  

安 曇 野 赤 十 字 病 院  

豊 科 保 健 セ ン タ ー  

豊 科 老 人 福 祉 セ ン タ

ー  

穂 高 地 域  

穂 高 西 小 学 校  

穂 高 南 小 学 校  

穂 高 交 流 学 習 セ ン タ ー  

穂 高 東 中 学 校  

穂 高 会 館  

穂 高 西 中 学 校  

穂 高 北 小 学 校  

穂 高 支 所  

穂 高 消 防 署  

穂 高 病 院  

柏 原 ク リ ニ ッ ク  

百 瀬 医 院  

穂 高 保 健 セ ン タ ー  

穂 高 地 域 福 祉  

セ ン タ ー  

三 郷 地 域  

三 郷 小 学 校  

三 郷 文 化 公 園 体 育 館  

三 郷 中 学 校  

三 郷 公 民 館  

小 倉 多 目 的 集 会 施 設  

三 郷 支 所  
ミ サ ト ピ ア 小 倉 病 院  

三 郷 保 健 セ ン タ ー  

三 郷 福 祉 セ ン タ ー ・  

デ イ サ ー ビ ス  

セ ン タ ー  

堀 金 地 域  
堀 金 中 学 校  

堀 金 小 学 校  

堀 金 総 合 体 育 館  

堀 金 支 所  堀 金 保 健 セ ン タ ー  
堀 金 デ イ サ ー ビ ス セ

ン タ ー  

明 科 地 域  

明 南 小 学 校  

明 科 中 学 校  

明 北 小 学 校  

明 科 公 民 館  

明 科 消 防 署  

犀 川 砂 防 事 務 所  

明 科 支 所  

明 科 保 健 セ ン タ ー  
明 科 総 合 福 祉  

セ ン タ ー  

施 設 数  28 施 設  11 施 設  11 施 設  5 施 設  

※ 1 「 安 曇 野 市 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 指 定 さ れ て い る 指 定 避 難 所  

※ 2 災 害 時 活 動 拠 点 と な る 官 公 庁  

※ 3 「 災 害 時 医 療 救 護 活 動 マ ニ ュ ア ル 」 で 指 定 さ れ て い る 災 害 対 応 病 院 及 び 人 工 透 析 医 療 機 関 、  

「 安 曇 野 市 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 指 定 さ れ て い る 医 療 救 護 所  

※ 4 「 安 曇 野 市 地 域 防 災 計 画 」 に お い て 指 定 さ れ て い る 福 祉 避 難 所  
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拠点 配水 池へ の 非常 用電 源設 備の 設 置に つい ては 、必 要 に応 じて ポン プや 浄 水場 等

各施 設の 整備 を 進め てい きま す。  

また 、近 年雷 の 発生 によ る停 電も 多 発し てい るこ とか ら 、す でに 非常 用電 源 設備 が

設置 され てい る 拠点 配水 池に おい て は、 燃料 の備 蓄状 況 の確 認を 定期 的に 行 いま す。  

燃料 の確 保に つ いて は「 災害 時に お ける 石油 類燃 料の 供 給等 に関 する 協定 書 」に 基

づき 、災 害時 等 にお ける 燃料 の供 給 を長 野県 石油 商業 組 合等 に依 頼し ます 。  

 

（ １ ） 豊 科 ・ 明 科 地域 整 備 事 業  

明科 第２ 水源 を 水源 とし た光 配水 池 （豊 科） から 豊科 田 沢地 域へ の配 水が 令 和２

年度 より 開始 さ れま した 。こ れに よ り、 犀川 右岸 側に 位 置す る豊 科・ 明科 地 域の 配

水系 が統 一さ れ 、施 設及 び管 路の 耐 震化 を実 施し たこ と によ り、 水道 水の 安 定供 給

を行 うこ とが で きま した 。  

これ に伴 い、 川 東低 区配 水池 、明 科 光配 水池 を廃 止し ま した 。  

 

（ ２ ） 穂 高 豊 里 整 備事 業  

豊里 配水 池は 拠 点配 水池 と位 置づ け られ てい ます が、 水 源水 量に 余裕 がな く 、現

在稼 働中 の水 源 が事 故や 災害 によ り 停止 して しま った 場 合に 適切 な配 水量 を 確保 す

るこ とが でき ま せん 。そ のた め水 源 水量 の豊 富な 上原 配 水池 から のバ ック ア ップ シ

ステ ムを 構築 し 、災 害時 にお いて も 安定 した 水量 を配 水 可能 な水 道施 設を 整 備す る

ため の設 計調 査 等を 令和 ４年 度よ り 着手 しま した 。  
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安曇 野市 総合 防 災訓 練に 合わ せて 、 水道 事業 独自 の防 災 訓練 につ いて 、年 1 回以

上の 実施 を目 標 にし てい まし たが 、 令和 ２年 度、 令和 3 年度 はコ ロナ 禍に よ り訓 練

の実 施を 中止 と した ため 、目 標達 成 には 至っ てい ませ ん 。  

今後 も、 新型 コ ロナ ウイ ルス 感染 症 の発 生状 況を 見な が ら、 その 時点 での 情 勢等 を

考慮 した 訓練 を 実施 し、 その 結果 等 を「 災害 対応 マニ ュ アル 」へ 反映 させ ま す。  

 

表 4-11■ 防 災 訓 練 の 実 施 状 況  

H29 H30 R 元  R2 R3 

実 施  実 施  実 施  コ ロ ナ 禍 に よ り 中 止  

※ 令 和 ３ 年 度 は メ ー ル 配 信 に よ る 通 信 確 認 訓 練 の み 実 施  

 

【平成 29 年度 訓練 内 容】  

 緊 急招 集訓 練 ・拠 点配 水池 の巡 視 ・対 策本 部設 置  

図上 シミ ュレ ー ショ ン訓 練  

危機 管理 課、 松 本地 域振 興局 への 被 災状 況の 報告 訓練  

 

【平成 30 年度 訓練 内 容】  

糸魚 川— 静岡 構 造線 断層 帯を 震源 と する 直下 型の 大地 震 が発 生を 想定 し、  

緊急 連絡 （メ ー ル） によ る招 集訓 練 、図 上シ ミュ レー シ ョン 訓練  

高家 配水 場で の 初動 確認 、下 水道 明 科浄 化セ ンタ ー停 電 対応 訓練  

給水 訓練 （給 水 車へ 高家 配水 場の 消 火栓 を使 って 補給 ）、 非常 用発 電機 稼働 訓 練  

 

【令 和元 年度 訓 練内 容】  

緊急 連絡 （メ ー ル） によ る招 集訓 練  

シミ ュレ ーシ ョ ン訓 練  

・被 災情 報（ 断 水、 漏水 、マ ンホ ー ル浮 上等 ）の 付与 カ ード を用 いて 被災 状 況

を把 握し 対応 す る  

給水 訓練 、防 災 無線 機に よる 通話 訓 練、 下水 道中 村浄 化 セン ター 停電 対応 訓 練  
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マニ ュア ルを 策 定す る目 標に 対し 、 地震 及び 風水 害の 規 模の 想定 と被 害想 定 と災 害

復旧 活動 に係 る 初動 体制 、事 後対 応 （地 震、 風水 害）、大 規模 停電 時、 その 他 の事

故・ 災害 時の 対 応等 を記 載し た「 上 下水 道部 危機 管理 対 策マ ニュ アル 」（ 災害 対策 マ

ニュ アル ）を 令 和元 年度 に作 成し 、 目標 を達 成す るこ と がで きま した 。  

危機 管理 には 、 自然 災害 、テ ロ、 設 備・ 管路 ・水 質事 故 、渇 水な ど、 多岐 に わた る

危機 に迅 速に 対 応す るた め、 あら か じめ 体制 を整 備す る こと が必 要と なり ま す。 安曇

野市 地域 防災 計 画等 、各 種計 画の 見 直し 状況 を踏 まえ な がら 、実 運用 に適 し たマ ニュ

アル の作 成・ 内 容等 の見 直し を適 宜 行い ます 。  

 

表 4-12■ 施 策 の ス ケ ジ ュ ー ル と 目 標 の 達 成 状 況 （ 強 靭 ）  

 

  

上段：当初計画
下段：改定後の計画

中間目標値

実績値

主要管路耐震化率
44.4%

主要管路耐震化率
36.81%

R3まで23.82/64.7㎞

整備率
25%（2/8）

整備率
25%（2/8）

100%

100%
（H29～R2完了）

着手前

着手前

年1回以上

R2、R3はコロナ過
の為未実施

策定

R元年度策定

実現方策 H29 H30 R元 R8
当初値

（H29策定時）
目標値

⑥
指定避難所等重要給水施
設への給水ルートの耐震
化

主要管路
耐震化率
22.5%

主要管路耐震化率
71.8%

（46.45㎞）
15年後　100%

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R９

整備率25%
整備率100%

（8/8）

⑧
他水源からの配水が可能
となる施設整備

⑦ 非常用電源設備の整備

年１回 年１回以上

⑩
震災等を想定した災害対
策マニュアルの作成

定量的な評価が
困難な項目

策定
(内容は適宜見直し)

ⅰ豊科・明科地域
   整備事業

定量的な評価が
困難な項目

100%

ⅱ穂高豊里整備事業
定量的な評価が

困難な項目
100%

⑨ 防災訓練の実施
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4.3 【持続】いつまでも地域にあり続ける水道 

 

 

 

安曇 野市 全域 の 有収 率は 77.9%（ 平成 27 年度 実績 ）で あ り、 全国 中間値 86.7%

（平 成 25 年度 実績 ）に 対し て低 い 数値 を示 して おり 、 年々 低下 して いる 状 況で す。

漏水 は、 エネ ル ギー 損失 、給 水不 良 、道 路陥 没な どの 災 害に もつ なが り、 大 きな 損失

を招 きま す。  

漏水 は管 の経 年 劣化 が主 な原 因と 見 られ ます が、 硬質 塩 化ビ ニル 管に つい て はそ の

耐用 年数 を迎 え る前 に破 損し てい ま す。 今後 硬質 塩化 ビ ニル 管の 耐震 管へ の 布設 替を

優先 的に 実施 し ます 。  

平成 27 年 より 穂高 ・明 科地 域の 漏 水調 査を 行い 、漏 水 箇所 を特 定し 修理 を 行っ て

いま す。 今後 調 査範 囲を 拡大 し、 市 内全 域の 漏水 調査 を 行う とと もに 漏水 箇 所の 修理

及び 、老 朽管 の 布設 替 によ り有 収率 の 向上 を図 り、令和 ９ 年度 ま でに 有収 率 85.4%の

達成 を目 指し ま す。  

 

第 1 次安 曇 野市 水道 ビジ ョン 策定 後 、拠 点 配水 池を 中心 に 耐震 診断 及び 耐震 化 工事

を実 施し 、管 路 につ いて も継 続的 に 更新 を行 って きま し た。 しか し、 水源 施 設に つい

ても 昭 和 50 年代 に 建設 され たも の が多 く、 その ほと ん どが 耐用 年数(※１)を 迎え る

こと にな りま す 。  

今後 更新 のピ ー クを 迎え 、施 設の 大 量更 新が 必要 とな り ます が、 その 全て を 一度 に

更新 する こと は 不可 能で す。  

計画 期間 中に 水 源施 設の 状況 を把 握 する ため 施設 の診 断 を行 い、 耐用 年数 の 更新 基

準で はな く、 施 設の 健全 度に 見合 っ た更 新を 検討 しま す 。  

基本目標

計画的な施設更新と規模の適正化

経営基盤の強化

上水道未利用者の対応
主要施策

持続（いつまでも地域にあり続ける水道）

※１ 耐用年数---水道施設の効用が持続するとされている期間のこと。 
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持続 可能 な水 道 事業 の実 現に は中 長 期の 更新 需要 、財 政 収支 見通 しに 基づ く 計画 的

な資 金確 保が 必 要で ある ため 、ア セ ット マネ ジメ ント(※ １)を 導入 し実 践し ま す。  

基礎 デー タの 整 備や 技術 的な 知見 に 基づ く点 検・ 診断 に より 、現 有施 設の 健 全性 等

を適 切に 評価 し 、将 来に おけ る水 道 施設 全体 の更 新需 要 を掴 むと とも に、 重 要度 ・優

先度 を踏 まえ た 更新 投資 の平 準化 を 図り ます 。中 長期 的 な視 点を 持っ て、 更 新需 要や

財政 収支 の見 通 しを 立て るこ とに よ り、 財源 の裏 付け を 有す る計 画的 な更 新 投資 が可

能と なり ます 。  

また 、今 後ダ ク タイ ル鋳 鉄管 布設 の 際に はポ リス リー ブ の巻 き付 けを 行い 、 さら な

る管 路の 長寿 命 化を 図り 、管 路の 更 新時 期が 延長 でき る よう にし ます 。  

 

（ １ ） 豊 科 ・ 明 科 地域 整 備 事 業  

今後 、人 口・ 給 水量 減少 が見 込ま れ る状 況で ある ため 、 豊科 ・明 科地 域整 備 事業

の送 水管 布設 に 併せ て施 設の 統廃 合 を検 討し 、需 要に 見合 っ た 施設 整備 を進 め ます。 

（ ２ ） 明 科 潮 沢 系 施設 の 再 構 築  

明科 地域 の山 間 部で は水 道施 設が 点 在し てお り、管理・投 資の 面で 負担 が大 き く、

将来 の事 業環 境 を考 える と施 設の 統 廃合 を行 うこ とが 望 まし いと 考え られ ま す。 既

存の 施設 を有 効 利用 した 形で 、よ り 効率 的な 管理 ・投 資 が可 能な 水道 シス テ ムの 構

築を 目指 しま す 。  

 

地元 要望 によ り 各地 に消 火栓 が設 置 され てい ます が、 人 口減 少し てい る地 域 にお

いて は消 火栓 設 置に より 配水 管内 に 滞留 する 時間 が長 く 、塩 素濃 度が 水質 基 準以 下

とな るお それ が ある こと 、ま た、 消 火す るた めの 配水 量 が確 保さ れて いな い 地域 が

ある こと から 、配 水 管 口径 の適 正化 を 図る ため 地域 住民 及 び防 災担 当と 協議 を 行い、

消火 栓に 代わ る 防火 水槽 の設 置を 検 討し ます 。  

 

 ※１ アセットマネジメント（資産管理） 

---持続可能な水道事業を実現するために中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全

体にわたって、効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動のこと。 
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給水 原価 と水 道 料金 の妥 当性 を検 討 し、 適正 な水 道料 金 水準 とな るよ う定 期 的に 検

討し ます 。ま た 、平 成 28 年 度 末時 点に おい て、 地域 間 で水 道料 金（ 従量 分 ）の ばら

つき があ った た め、 令和 元年 10 月 に見 直 しを 行い 、水 道 料金 を統 一し まし た 。  

 

 

市内 には 個人 所 有の 井戸 を生 活用 水 とし て使 用さ れて い る方 々も おり ます が 、近 年

硝酸 態窒 素や ク リプ トス ポリ ジウ ム など 水質 汚染 の懸 念 が高 まっ てき てい ま す。 水道

水の 安全 性を PR す るこ とで 水道 へ の切 り替 えを 促進 し 、本 計画 期間 内に 上 水道 普及

率 100％ の達 成 を目 指し ます 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写 真 4-7■ 真 々 部 配 水 池  写 真 4-8■ 小 倉 ポ ン プ 場  

写 真 4-9■ 野 沢 水 源 ポ ン プ 場  
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４.３.2 【持続】達成状況及び後期に向けての取組み 

 

有収 率に つい て は、 目標の 82.3%に 対し 79.0％と 目標 を 下回 って いま す。  

全国 平均 値は 90.2％ （H28）か ら 89.8％ （R2） と 0.4 ポ イン ト低 下し てお り 、

長野 県の 19 市 の平 均 値も 84.6％（H28）から 83.2％（R２ ）と 1.4 ポ イン ト低 下

して いる 状況 の なか で、安 曇野 市は 79.6％（H28）か ら 80.1％（R２ ）と 0.5 ポイ

ント 向上 して い ます 。  

管路 整備 を行 う 際に 施工 され る仮 設 給配 水管 から 管理 目 的で 排水 を行 う事 例 があ り

ます 。こ れは 工 事等 で支 障と なる 既 設配 管を 一時 的に 地 表に 移し 、給 配水 機 能を 保持

する ため の作 業 とな りま すが 、管 路 が直 接外 気温 に触 れ るこ とか ら夏 季に は 水温 上昇

防止 、冬 季に は 凍結 防止 の対 策と し て排 水を 行う 必要 性 が生 じま す。 その 際 に排 水さ

れる 水量 は認 定 が困 難で あり 、規 模 は不 明と なっ てい ま すが 有収 率低 下の 要 因の 一つ

にな って いる こ とが 考え られ ます 。  

しか し、 地中 に 埋設 され る老 朽管 か らの 漏水 が有 収率 低 下の 主な 原因 と考 え てい ま

すの で、 引き 続 き老 朽管 布設 箇所 の 漏水 調査 、老 朽管 の 布設 替を 行い 、有 収 率の 向上

に努 めま す。  

 

表 4-13■ 漏 水 調 査 の 実 施 個 所  

実 施 年 度  H29 H30 R 元  R2 R3 

実 施 個 所  

明 科 中 川 手  

穂 高 柏 原 ・

北 穂 高  

明 科 中 川 手  

穂 高 有 明 ・

牧  

三 郷  

堀 金  穂 高 柏 原  穂 高 有 明  

 

表 4-14■ 漏 水 調 査 の 計 画 予 定  

実 施 年 度  R4 R5 R6 R7 R8 R9 

地  域  明 科 地 区  明 科 地 区  明 科 地 区  市 内 全 域  市 内 全 域  市 内 全 域  
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調査 率 92.9%の 目 標 に対 し、 92.3%と目 標達 成に は至 っ てい ませ んが 、対 象 施設

13 施 設の 診断 が 終了 しま した 。  

今後 は、 診断 結 果を 基に 、耐 用年 数 の更 新基 準で はな く 、施 設の 健全 度に 見 合っ た

更新 につ いて 検 討を 行い ます 。  

 

表 4-15■ 老 朽 化 診 断 の 実 施 水 源 地  

実施 年度  H29 H30 R 元  R2 R3 R4 

実施 水源 地  

H29 以 前  

５ 箇 所  

実 施 済  

飯 田  

上 鳥 羽  
豊 里 １  

久 保 田  

野 沢  

上 長 尾 １  

堀 金 ２  
上 長 尾 ２  

 

定量 的な 評価 が 困難 であ るた め、 目 標の 設定 は行 って い ませ んが 、方 策に 基 づき 、

将来 にお ける 上 水道 施設 全体 の更 新 需要 をつ かみ 、重 要 度・ 優先 度を 踏ま え た更 新投

資の 平準 化に つ いて 検討 を進 めま す 。  

引き 続き 、ダ グ タイ ル鋳 鉄管 の布 設 の際 には  ポ リス リ ーブ 巻付 等管 路の 長 寿命 化

対策 を図 り、 管 路の 更新 時期 が延 長 でき るよ うに しま す 。  

 

（ １ ） 豊 科 ・ 明 科 地域 整 備 事 業  

豊科 ・明 科地 域 整備 事業 を行 い、 川 東低 区配 水池 、明 科 光配 水池 、明 科光 送 水ポ

ンプ 場を 廃止 し 、配 水池 43 池 、ポ ンプ 場 17 か 所 にす る目 標 値を 達成 する こ とが

でき まし た。   
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（ ２ ） 明 科 潮 沢 系 施設 の 再 構 築  

必要 な個 所の 管 路更 新整 備を 進め 、 引き 続き 人口 動態 の 状況 を踏 まえ 、必 要 とな

る施 設の 選定 を 行う 中で 、統 廃合 及 び配 管の 管種 ・口 径 等の 検討 を進 めま す 。  

 

（ ３ ） 広 域 連 携 に 対す る 対 応  

広域 連携 に対 す る対 応に つい ては 、 県が 進め てい ます 広 域連 携の 検討 の場 に 参加

し、 市と して の 対応 につ いて 検討 を 進め ます 。  

 

 

定量 的な 評価 が 困難 であ るた め、 目 標の 設定 は行 って い ませ んが 、消 火栓 及 び防 火

水槽 の設 置等 は 危機 管理 部局 の対 応 とな るた め、 当該 部 局と 消火 施設 の在 り 方に つい

て検 討し ます 。  

 

定量 的な 評価 が 困難 であ るた め、 目 標の 設定 は行 って い ませ んが 、令 和元 年 10 月

に料 金改 定を 行 いま した 。  

引き 続き 、水 道 施設 等の 更新 を考 慮 しな がら 、適 正な 給 水原 価の もと に、 料 金水 準

等の 妥当 性に つ いて 定期 的に 検証 し ます 。  

 

普及 率の 目標 99.6％ に対 し、 99.3％ の普 及率 とな りま し た。  

引き 続き 、井 戸 利用 者に 対し て水 道 水の 安全 性の PR を 行い な がら 、上 水道 へ の切

り替 えの 促進 を 図っ てい きま す。  
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表 4-16■ 施 策 の ス ケ ジ ュ ー ル と 目 標 の 達 成 状 況 （ 持 続 ）  

 
 

  

上段：当初計画
下段：改定後の計画

中間目標値

下段実績値

有収率　81.6%

有収率　79.0%

調査率92.9%

調査率92.3%
（12/13）

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

R元年度料金改定

普及率　99.6%

普及率　99.3%

実現方策 H29 H30 R元 R8
当初値

（H29策定時）
目標値

⑪
老朽管の計画的な更新と
漏水調査の実施

有収率　77.9% 有収率85.4%

参考：未整備延長
262.4㎞

（明科未整備延長
21.5㎞）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R９

⑬
アセットマネジメント
の実践

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

参考：未整備延長
240.2㎞

（明科未整備延長
11.40㎞）

参考：未整備延長
240.2㎞

（▲22.2㎞）
（明科未整備延長

11.4㎞
（▲10.1㎞））

⑫ 水源施設の老朽化診断 調査率38.5%
調査率100%
（13/13）

ⅰ豊科・明科地域
　整備事業

施設の統廃合や
ダウンサイジングの検討

⑭

普及率　99.3% 普及率　100%

⑮
人口減少地域における
消火活動の在り方の検討

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

配水池45池

ポンプ場18か所

配水池43池
ポンプ場17か所

配水池43池
ポンプ場17か所

配水池41池
（▲4）

ポンプ場15か所
（▲3）ⅱ明科潮沢系施設の

　再構築

ⅲ広域連携に対する対応
定量的な評価が

困難な項目
定量的な評価が

困難な項目

⑯
水道料金水準の適正化の
検討

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

⑰ 水道への切り替えの促進
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4.4 【信頼】皆様に信頼され、共につくる水道 

 

 

 

本市 では 毎年 水 質検 査計 画と 水質 検 査結 果を 公表 して い ます 。皆 様に より わ かり や

すい 形で 提供 で きる よう に内 容の 充 実を 図り ます 。ま た 、事 業環 境が 今後 一 段と 厳し

さを 増し てい く もの と見 込ま れる こ とか ら、 経営 状況 （ 分析 ）を 定期 的に 公 表す るほ

か、 子供 向け の 情報 発信 も充 実さ せ ます 。  

 

小学 生対 象の 施 設見 学会 の他 に、 市 民の 皆様 に向 けた 見 学会 を実 施し ます 。 水道 に

触れ る機 会を 増 やし 、水 道に 対す る 疑問 や質 問に 答え ま す。  

 

市民 の皆 様の 水 道に 対す るイ メー ジ やニ ーズ を把 握す る ため 、ア ンケ ート 調 査を 行

いま す。 調査 結 果を もと にお 客様 へ のサ ービ ス向 上を 図 りま す。  

 

  

基本目標

利用者とのコミュニケーションの充実主要施策

信頼（皆様に信頼され、共につくる水道）

-56-



第４章 目標の実現に向けた方策と達成状況及び後期に向けての取組み 

 

４.４.2 【信頼】達成状況及び後期に向けての取組み 

 

定量 的な 評価 が 困難 であ るた め、 目 標の 設定 は行 って い ませ んが 、水 質検 査 の結 果

や経 営状 況に つ いて 、市 ホー ムペ ー ジで 公開 をし てい ま す。  

引き 続き 情報 公 開に 努め ると とも に 、わ かり やす い情 報 発信 に努 めて いき ま す。  

 

年１ 回の 実施 目 標に 対し 、市 が主 催 する 見学 会及 び市 民 から の施 設見 学会 は 地域 や

住民 から の見 学 の要 望等 がな く、 開 催で きな かっ たた め 、目 標達 成に は至 っ てい ませ

ん。  

小学 校の 社会 見 学で 行う 施設 見学 は 行っ てい ます が、 引 き続 き、 出前 講座 、 施設 見

学会 等の 要望 が あれ ば対 応し てい き ます 。  

 

定量 的な 評価 が 困難 であ るた め、 目 標の 設定 は行 って い ませ んが 、水 道に 対 する ニ

ーズ 等の 把握 の ため 、令 和４ 年３ 月 に政 策部 が実 施し た 市民 アン ケー トに 水 道に 関す

る項 目を 加え ま した 。  

アン ケー ト結 果 を今 後の サー ビス 向 上へ の参 考と して い きま す。  
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表 4-17■ 施 策 の ス ケ ジ ュ ー ル と 目 標 の 達 成 状 況 （ 信 頼 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：当初計画
下段：改定後の計画

中間目標値

実績値

実施

ホームページで公表

実施

ホームページで公表

年１回

未実施

－

政策部の行う市民意識
調査に「水道につい
て」の設問を加えた。

⑱ 情報公開の充実

水質検査結果について、
より分かりやすい形での
提供を行う。

定量的な評価が
困難な項目

実施

経営状況（分析）を定期
的に公表するほか、子供
向けの情報提発信も充実
させる。

定量的な評価が
困難な項目

実施

実現方策 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R９
当初値

（H29策定時）
目標値

⑲ 施設見学会の実施
定量的な評価が

困難な項目
年１回

⑳
水道利用者のニーズの
把握

定量的な評価が
困難な項目

定量的な評価が
困難な項目

写 真 4-10■ 遠 方 監 視 シ ス テ ム に よ る 情 報 管 理  
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5.1 計画の位置づけ 

 

（ １ ）  計 画 の 位 置 づ け 

水道 事業 のよ う な公 営企 業に つい て は、 保有 する 資産 の 老朽 化に 伴う 大量 更 新期

の到 来や 人口 減 少等 に伴 う料 金収 入 の減 少等 によ り、 経 営環 境は 厳し さを 増 して い

ます 。こ のよ う な中 、日 常生 活に 欠 くこ との でき ない 水 道を 将来 にわ たっ て 安定 的

に継 続す るこ と がで きる よう に、 総 務省 は各 公営 事業 者 に対 して 「経 営戦 略 」の 策

定を 要請 して い ます 。  

この 経営 戦略 は 、施 設・ 設備 に関 す る投 資の 見通 しを 試 算し た投 資計 画と そ の財

源の 見通 しを 試 算し た財 政計 画を 中 心と して 構成 され 、 投資 以外 の経 費を 含 めた 上

で、 収支 のバ ラ ンス がと れた 中長 期 の収 支計 画で す。  

 

5.2 投資計画 

 

（ １ ） 更 新 事 業 と 整備 事 業  

投資 計画 は、 ア セッ トマ ネジ メン ト 手法 を活 用し 、令 和 42 年 度（ 2061 年度 ）

まで の長 期見 通 しを 基に 、平 成 29 年度 から 令和 ９年 度 末ま での 11 年 間の 事業 計

画を 策定 しま し た。  

更新 事業 につ い ては 、耐 震性 を有 し てい ない 管や 、経 年 劣化 によ り取 り替 え の必

要な 施設 につ い て、 健全 な水 道事 業 を維 持す るた めに 、 中長 期的 な計 画の 中 で施 設

更新 を行 いま す 。  

整備 事業 につ い ては 本ビ ジョ ンの 基 本目 標達 成に 向け 、 計画 期間 11 年 のな かで

新 規 事 業 と し て 整 備 し な け れ ば な ら な い 事 業 で す 。 計 画 期 間 中 の 主 な 事 業 を 表 5-

１、 5-２ に 示し ます 。  

 

表 ■ 5-1 更 新 事 業  

投 資 内 容  地 域  

主 要 管 路 の 耐 震 化  
市 内 全 域  

老 朽 管 の 布 設 替 え  

 

 

 

 

 

表 ■ 5-２  整 備 事 業  

投 資 内 容  地 域  

豊 科 ・ 明 科 地 域 整 備 事 業  豊 科  

穂 高 豊 里 整 備 事 業  穂 高  

排 泥 管 設 置 事 業  豊 科 ・ 穂 高  

明 科 潮 沢 系 施 設 再 構 築 事

業  

明 科  

濁 度 計 の 設 置  
市 内 全 域  

非 常 用 電 源 設 備 の 設 置  

第５章 投資計画と財政計画 
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（ ２ ） 更 新 基 準 の 設定  

更新 事業 につ い て、 構造 物及 び設 備 ・管 路の 更新 は法 定 耐用 年数 を基 準に 計 画を

策定 する と膨 大 な投 資額 を必 要と し、全 て の施 設を 更新 す るこ とは 難し い状 況 です。

これ は安 曇野 市 に限 って のこ とで は なく 、高 度成 長期 に 建設 され た多 くの 施 設が 同

時期 に更 新を 迎 える ため 、ど の事 業 体も 同じ 課題 を抱 え てい ます 。し かし 、 実際 に

は法 定耐 用年 数 を過 ぎて も健 全に 稼 働し てい る施 設も あ り、 資産 特性 等を 考 慮し て

更新 基準 を設 定 する こと で投 資額 を 抑制 する こと が可 能 です 。  

安曇 野市 では「 ア セッ トマ ネジ メン ト の実 施マ ニュ アル -厚 生労 働省 」おけ る実 用

年数 を基 にし た 更新 基準 年数 設定 例 や、 近隣 水道 事業 の 更新 基準 年数 を参 考 にし て

実質 的な 更新 目 安周 期を 設定 し、 投 資額 の平 準化 を図 り まし た。  

なお、アセ ッ トマ ネジ メン トに つい て は令 和 3 年度 に 見直 しを 行っ てい ます 。表

5-３ 、5-４ に 見 直 し 後 の構 造 物 及 び 設備 と 管路 の 更 新 基 準年 数 設定 値 を 示 し ます 。 

 

表 ■ 5-３  構 造 物 及 び 設 備 の 更 新 基 準  

工 種  法 定 耐 用 年 数 例  
安 曇 野 市  

更 新 基 準  

建 築  50 年  70 年  

土 木  60 年  75 年  

電 気  15 年  25 年  

機 械  15 年  25 年  

計 装  10 年  20 年  

 

表 ■ 5-４  管 路 の 更 新 基 準  

管 種  
法 定 耐 用

年 数  

安 曇 野 市  

更 新 基 準  

重 要 管 路  そ の 他 管 路  

鋳 鉄 管  

40 年  

50 年  60 年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管  耐 震 型 継 手  GX 形  100 年  100 年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管  耐 震 型 継 手  NS・ SⅡ 形  80 年  90 年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管  K 形 継 手 （ 良 い 地 盤 ）  70 年  80 年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 （ 上 記 以 外 ）  60 年  70 年  

鋼 管  70 年  80 年  

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管  40 年  50 年  

ポ リ エ チ レ ン 管 （ 高 密 度 ・ 融 着 継 手 を 有 す る ）  100 年  100 年  

ポ リ エ チ レ ン 管 （ 上 記 以 外 ）  60 年  70 年  

ス テ ン レ ス 管  60 年  70 年  

そ の 他  40 年  50 年  

※ 「 令 和 3 年 度 安 曇 野 市 水 道 事 業 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 」 に お け る 設 定 年 数
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（ ３ ） 更 新 費 用  

実使 用年 数を 更 新基 準年 数と して 設 定す るこ とで 更新 費 用の 抑制 を図 りま し た。  

 

①  構造 物及 び設 備  

【法 定耐 用年 数 で更 新し た場 合】  

 

 

 

【更 新基 準年 数 で更 新し た場 合】  

 

法定 耐用 年数 で 更新 した 場合 と更 新 基準 年数 で更 新し た 場合 では 40 年 間の 投資

総額 では 140 億円 の 減少 が見 込ま れ ます 。ま た、 年平 均 更新 費用 につ いて は 3.5

億円 の減 少と な り、 更新 時期 の偏 り が平 準化 され ます 。  

0
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60

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

（億円）

（令和 年度）

法定耐用年数で更新した場合の

年平均更新費用

■構造物及び設備：7.9億円

0

10

20

30

40

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

（億円）

（令和 年度）

更新基準年数で更新した場合の

年平均更新費用

■構造物及び設備：4.4億円

投 資 総 額  316 億 円（ 税 込 ） 

単 年 度 投 資  7.9 億 円  

単 年 度 投 資  4.4 億 円  

投 資 総 額  176 億 円（ 税 込 ） 
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②  管路 の更 新費 用  

【法 定耐 用年 数 で更 新し た場 合】  

 

 

 

【更 新基 準年 数 で更 新し た場 合】  

 

法定 耐用 年数 で 更新 した 場合 と更 新 基準 年数 で更 新し た 場合 では 40 年 間の 投資

総額 では 360 億円 の 減少 が見 込ま れ ます 。ま た、 年平 均 更新 費用 につ いて は 9.0

億円 の減 少と な り、 更新 時期 の偏 り が平 準化 され ます 。   
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（億円）

（令和 年度）

法定耐用年数で更新した場合の

年平均更新費用

■管路：18.9億円
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5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

（億円）

（令和 年度）

更新基準年数で更新した場合の

年平均更新費用

■管路：9.9億円

単 年 度 投 資  18.9 億 円  

投 資 総 額  756 億 円（ 税 込 ） 

投 資 総 額  396 億 円（ 税 込 ） 

単 年 度 投 資  9.9 億 円  
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（ ４ ） 投 資 規 模 

構造 物及 び設 備 と管 路更 新に 必要 な 単年 度投 資額 は 約 14.3 億円 とな りま す 。新

規整 備事 業の 展 開な どに よっ て年 度 ごと の投 資額 は増 減 しま すが 、単 年度 投 資額 は

14 億 円程 度を 目 安と して 事業 を推 進 しま す。主な 事業 投資 計 画 を表 5-５ に示 しま

す。  

表 ■ 5-５  主 な 事 業 投 資 計 画  

 

 ※ 豊 科 ・ 明 科 地 域 整 備 事 業 は R2 年 度 に 終 了 。 配 水 池 の 耐 震 化 は H29 年 度 に 終 了  

※ 下 段 の 改 定 後 の 数 値 に つ い て は 、 H29～ R３ 年 度 ま で は 決 算 額 。 R４ 年 度 は 予 算 額 。 R５ ～  

R９ 年 度 は 概 算 工 事 費 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：億円、税込

上段：当初計画値

下段；改定後の数値

計画 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2.1 5.3 3.2 3.2

0.7 6.7 6.5 2.8

1.3 0.8

0.5 0.4 1.3

2.1 2.1

2.3 2.3

0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

0.4 0.7 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

1.8 0.7 1.8

0.1 1.1 1.1

2.1

2.1

2.4 2.1 1.4 3.6 5.9 5.8 5.8 6.5 5.2

0.1 1.8 1.4 2 2.6 3.2 6.6 6.5 7.4 7.4 5.5

0.2 0.2 0.1 0.1 0.2

0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

1.9 3.3 2.0 2.8 2.7 1.0 2.5 1.9 2.1 2.1 2.5

主要管路の耐震化

排泥管の設置

老朽管の計画的な更新

豊科・明科地域整備事業

穂高豊里整備事業

明科潮沢系施設再構築事業

濁度計の設置

非常用電源設備の設置

配水池の耐震化

拾 ケ 堰 の さ く ら  

満 願 寺 つ つ じ 公 園  
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5.3 財政計画 

 

人口 減少 社会 が 到来 して 、今 後日 本 の人 口は ます ます 減 少し てい きま す。 安 曇野 市

の人 口も 減少 傾 向で あり 、そ れに 伴 って 水需 要も 減少 し てい る状 況で す。 給 水量 の減

少は 直接 料金 収 入の 減少 につ なが り 、経 営状 況の 悪化 が 心配 され てい ます 。  

こう した 状況 の なか 、今 後大 幅な 給 水量 の増 加や 料金 収 入の 伸び を見 込む こ とは 難

しく 、水 道事 業 の財 政運 営は 厳し い 状況 が続 くも のと 予 測さ れま す。  

安曇 野市 では 、 実現 方策 に掲 げた 老 朽管 の計 画的 な更 新 を推 進し 、有 収率 の 向上 を

図る とと もに 、 水道 施設 統廃 合や ダ ウン サイ ジン グ等 を 考慮 した 効率 的な 水 道シ ステ

ムの 構築 を図 り 、収 益的 収支 の悪 化 の抑 制を 目指 して い きま す。 また 、将 来 の安 定給

水を 確保 する た め、 留保 資金 の適 切 な管 理と 企業 債の 負 担軽 減を 図り 、建 設 事業 費に

おけ る将 来負 担 が生 じな いよ うに 効 率の よい 経営 と健 全 な財 政運 営の 維持 に 努め てい

きま す。  

年間 給水 量は 10 年 間 で約 18 万 m3 減 少し 、給 水収 益も 0.9 億 円減 少す る見 込 み

です （図 5-1）。  

 

図 5-1■ 年 間 給 水 量 と 給 水 収 益 の 推 計  

 

収益 的収 支に つ いて は毎 年純 利益 を 確保 でき る見 込み で す（ 図 5-２）。  
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（万㎥）

年間給水量 給水収益
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H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

（億円）

（年度）収益的収入 収益的支出 純利益

3.6 億 円  

21.9 億 円  

18.3 億 円  

16.5 億 円  

17.4 億 円  

16.９ 億 円  

3.7 億 円  

20.6 億 円  

図 5-２ ■ 収 益 的 収 支 と 純 利 益 の 推 計  

-64-



第５章 投資計画と財政計画 

 

 

補填 財源 残高 は 10.3 億円 程度 まで 減 少す る見 込み です （図 5-3）。  

 

図 5-３ ■ 資 本 的 収 支 と 補 填 財 源 残 高 の 推 計  

 

企業 債残 高は 10 年 間 で 47.6 億円 減少 する 見込 みで す（ 図 5-４）。  

 

図 5-４ ■ 企 業 債 償 還 金 と 企 業 債 残 高 の 推 計  
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表 5-６ ■ 収 支 計 画  

 

 

  

H29 H30 R1 R2

１　営業収益 1,896,393 1,895,413 1,865,572 1,765,493

　　　うち　給水収益 1,742,312 1,741,843 1,711,404 1,604,800

２　営業外収益 291,715 289,798 281,851 402,206

　　　うち　長期前受金戻入 288,441 286,564 278,894 276,304

収入　計　　① 2,188,108 2,185,211 2,147,423 2,167,699

１　営業費用 1,668,786 1,620,091 1,627,352 1,615,097

　　　うち　減価償却費 1,027,082 1,031,904 1,054,449 1,048,202

２　営業外費用 160,089 151,551 135,661 121,924

　　　うち　支払利息 159,270 146,013 133,117 120,284

支出　計　　② 1,828,875 1,771,642 1,763,013 1,737,021

359,233 413,569 384,410 430,678

2,210 △ 1,703 70 0

361,443 411,866 384,480 430,678

H29 H30 R1 R2

１　企業債 0 122,000 93,000 83,000

２　他会計出資金 0 332,600 279,100 73,900

３　補助金 0 78,235 8,588 24,275

４　工事負担金 32,780 41,557 24,930 36,443

５　その他 42,211 40,336 40,968 40,405

収入　計　　① 74,991 614,728 446,586 258,023

１　建設改良費 837,627 1,454,943 1,287,187 1,186,904

２　企業債償還金 563,101 572,850 570,926 587,015

支出　計　　② 1,400,728 2,027,793 1,858,113 1,773,919

△ 1,325,737 △ 1,413,065 △ 1,411,527 △ 1,515,896

H29 H30 R1 R2

損益勘定留保資金 1,145,393 867,879 823,684 1,062,765

積立金 122,000 450,000 480,000 350,000

消費税調整額 58,344 95,186 107,843 103,131

計 1,325,737 1,413,065 1,411,527 1,515,896

2,718,607 2,531,507 2,427,431 2,177,081

7,054,430 6,603,580 6,125,655 5,621,639

年度末補填財源残高

企業債残高

資本的収入及び支出

資本的収入

資本的支出

資本的収入が支出に不足する額　①－②

補填財源

当年度純利益

決　算　額
収益的収入及び支出

収益的収入

収益的支出

経常損益　　①－②

特別損益
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（単位：千円　税抜）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

1,862,859 1,858,928 1,839,322 1,830,902 1,822,490 1,813,991 1,805,691

1,700,251 1,691,701 1,683,178 1,674,758 1,666,346 1,657,847 1,649,547

274,303 267,274 267,888 267,215 263,983 256,350 251,678

271,732 265,582 265,096 264,423 261,191 253,558 248,886

2,137,162 2,126,202 2,107,210 2,098,117 2,086,473 2,070,341 2,057,369

1,643,453 1,712,665 1,625,283 1,644,096 1,636,301 1,629,814 1,644,381

1,055,170 1,053,620 1,049,548 1,068,385 1,060,605 1,054,134 1,068,708

108,461 95,625 82,500 70,196 59,394 49,460 40,284

107,287 93,890 80,765 68,461 57,659 47,725 38,549

1,751,914 1,808,290 1,707,783 1,714,292 1,695,695 1,679,274 1,684,665

385,248 317,912 399,427 383,825 390,778 391,067 372,704

0 0 0 0 0 0 0

385,248 317,912 399,427 383,825 390,778 391,067 372,704

（単位：千円　税込）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

0 0 0 150,000 150,000 150,000 150,000

0 0 0 0 0 0 0

46,274 51,782 150,045 147,764 168,231 167,285 125,564

32,886 64,726 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000

54,450 38,060 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

133,610 154,568 244,045 391,764 412,231 411,285 369,564

713,836 782,462 1,455,539 1,433,714 1,249,357 1,344,573 1,160,488

596,412 597,553 584,514 568,685 552,643 529,985 502,195

1,310,248 1,380,015 2,040,053 2,002,399 1,802,000 1,874,558 1,662,683

△ 1,176,638 △ 1,225,447 △ 1,796,008 △ 1,610,635 △ 1,389,769 △ 1,463,273 △ 1,293,119

（単位：千円　税込）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

767,344 818,600 331,754 1,178,413 893,230 972,717 809,100

350,000 350,000 1,343,178 313,100 397,900 382,300 390,000

59,294 56,847 121,076 119,122 98,639 108,256 94,019

1,176,638 1,225,447 1,796,008 1,610,635 1,389,769 1,463,273 1,293,119

2,280,799 2,107,611 1,543,739 1,263,394 1,163,238 1,007,344 1,026,952

5,025,227 4,427,674 3,843,160 3,424,475 3,021,832 2,641,847 2,289,652

後　期（見込み）
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6.1 進捗管理 

 

第 2 次 安 曇野 市水 道 ビジ ョン で掲 げ た基 本理 念(将 来像)を 実現 する ため 、計 画 期間

の中 途（ 令和 ４ 年度 ）で 基本 目標 の 達成 度を 評価 し、 改 善検 討を 行う 進捗 管 理を 行い

ます 。  

4 つ の基 本 目標 の中 で定 めた それ ぞ れの 主要 施策 につ い て、 前期 の目 標達 成 度を 基

に計 画最 終年 度 にお ける 目標 達成 に 向け て取 組み を進 め てい きま す。  

 

図 6-1■ 進 捗 管 理 方 法  

主 要 施 策

・水源から蛇口までの

徹底した水質管理

・災害に強い施設の整備

・バックアップシステムの構築

・危機管理体制の充実強化

・計画的な施設更新と規模の適正化

・経営基盤の強化

・上水道未利用者の対応

・利用者との

コミュニケーションの充実

前期計画期間

Ｈ29～R３

進捗状況の確認

後期計画期間

R４～R９

計画の評価

第３次安曇野市水道ビジョン R10～

第６章 進捗管理とフォローアップ 
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6.2 フォローアップ 

 

適切 な進 捗管 理 を行 うた めに は定 期 的に 事業 評価 を行 う 必要 があ りま す。 実 現

方 策の 取 組 みに つ い て 各事 業 を 年度 ご と PDCA サ イ ク ルに よ っ て達 成 状 況の 把

握や 評価 を行 い 、次 年度 以降 の事 業 の見 直し につ なげ て いき ます 。な お、 後 期計

画期 間中 は最 終 年度 まで に目 標達 成 する よう に事 業の 見 直し を行 いま す。  

進捗 状況 や評 価 につ いて は、毎年 度 安曇 野 市上 下水 道事 業 経営 審議 会に 報告 し、

ご意 見を いた だ きな がら 以後 の取 組 みに 反映 して いき ま す。  

 

 

図 6-2■ PDCA サ イ ク ル  

 

Plan（ 計 画 ）  

実 績 の 分 析 や 将 来 予 測 を 基 に 、 計 画

を 立 案 し ま す 。  

 

Do（ 実 行 ）  

計 画 に 沿 っ て 業 務 を 行 い ま す 。  

 

Check（ 点 検 ・ 評 価 ）  

事 業 が 計 画 通 り に 実 行 で き て い る か

確 認 し ま す 。  

 

Action（ 改 善 ）  

必 要 に 応 じ て 改 善 処 置 を 行 い ま す 。  
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第２次安曇野市水道 ビジョン 

 

平成 29 年 ３ 月 （ 策定 ）  

令和 ５ 年 ３ 月 （ 改定 ）  

安曇 野市 上下 水 道部  

 

〒399-8281 長野 県 安 曇野 市豊 科 6000 番地  

TEL:0263-71-2000(代 )／FAX:0263-72-3176 

E-mail :  josuido@city.azumino.nagano.jp 

http://www.city.azumino.nagano.jp/ 
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